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△開  会 

○委員長（江口是彦）ただいまから、市民福祉

委員会を開会します。 

 委員会は、あすまでの２日間にわたる審査とな

りますが、お手元に配付しております審査日程に

より、審査を進めることとし、本日は、保険年金

課まで審査を進めたいと考えておりますが、その

ように審査を進めることで御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）御異議なしと認めます。 

よって、審査日程により、そのように審査を進め

ます。 

 なお、環境課と川内クリーンセンターは、同時

に審査を行います。 

 ここで、傍聴の取り扱いについて申し上げます。 

 現在のところ傍聴の申し出はありませんが、会

議の途中で傍聴の申し出がある場合は、委員長に

おいて随時、許可します。 

────────────── 

△部長の概要説明 

○委員長（江口是彦）それでは、各課の審査に

先立ち、部長に概要説明を求めます。 

○市民福祉部長（春田修一）皆さん、おはよう

ございます。あしたまでの２日間、よろしくお願

いいたしたいと思います。 

 それでは、市民福祉部の概要について若干説明

させていただきますが、今回、皆様方に御審議い

ただく部分については、条例が１本。これは、診

療施設条例の一部を改正する条例でございまして、

診療報酬改定に伴う分でございます。 

 予算関係では、一般会計以下、特会が４本ござ

いますので、それぞれの課で御説明をさせていた

だきたいと思います。 

 続きまして、本日提出させていただきました委

員会資料の種類について若干説明させていただき

ますが、別冊１につきましては保険年金課、別冊

２につきましては、高齢・介護福祉課のそれぞれ

所管する一般会計・特別会計の予算の概要などを

記載しております。別冊３は、四つの特別会計の

予算費目の解説として作成しておりますので、ご

らんいただきたいと思います。 

 保険年金課と高齢・介護福祉課以外の課所につ

いては、本編資料で説明させていただきたいと思

います。 

 私のほうにつきましても、予算の概要ではなく

て、この本編のほうで説明をさせていただければ

というふうに考えておりますので、よろしくお願

いします。 

 それでは、平成２６年度の当初予算の概要につ

いて御説明させていただきますので、今申しまし

たこの市民福祉委員会資料、右側に本編と書いて

おりますが、これをごらんいただきたいと思いま

す。 

 まず、本編資料の１ページをお開きいただきた

いと思います。 

 これが、市民福祉部の本年度予算全体を各課ご

とに計上させていただいた部分でございますが、

一般会計におきましては、市民福祉部の総額、左

側の一般会計の一番下のところでございますが、

１９６億９,９０２万５,０００円という計上いた

しておりまして、一般会計の総額に占める割合は

３６.９％、平成２５年度の当初予算と比較します

と、約３億３,９００万円、１.８％の増となって

おります。 

 特別会計におきましては、２５１億７,１９７万

円 で ご ざ い ま し て 、 前 年 度 対 比 で 約 ３ 億 

３,５００万円、１.３％の増となっております。 

 一般会計の前年度比３億４,０００万円強の増に

つきましては、特に平成２６年度におきましては、

４月から消費増税に伴います低所得者対策として、

臨時福祉給付金事業に約３億８,１００万円、子育

て世帯として、子育て世代臨時特例給付事業によ

る１億２,５００万円、二つを合わせますと約５億

円が増になっているところでございます。 

 そのほか、社会保障関係経費が総じて増となっ

ておりまして、障害者の自立支援給付費について

は、約８,０００万円の増、そのほか園児の増と単

価増というようなことによりまして、保育所運営

費が６,０００万円の増があるところでございます。 

 前年度比で、減額の主なものについては、認定

こども園整備事業を平成２５年度当初予算で１億

９,０００万円ほど計上いたしておりましたが、こ

れがなくなったこと。それと、地域介護福祉空間

整備事業費の４,０００万円。それと、子宮頸がん

ワクチン接種につきましては、積極的な勧奨をし

ないということになったことによります減等があ

るところでございます。 

 次に、新規あるいは拡充した事業について、詳
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しくは担当課長のほうから説明しますが、私とし

ましては簡単に触れさせていただきますが、あけ

ていただきまして２ページをお開きいただきたい

と思います。 

 新規事業としましては、川内クリーンセンター

の焼却灰の処理調査検討費用等検討事業を、そし

て風疹予防接種等の助成事業を。これは、平成 

２５年度既定予算で対応した予防接種助成に、新

たに抗体検査に係る費用を助成することにしたと

ころでございます。 

 ただ、国のほうも、妊娠を希望される女性とそ

の家族等につきまして、助成制度を創設されまし

たので、若干、本市としてはそことの調整が今後

出てくるのかなと思っておりますが、本市として

は、それ、国庫対象外の部分についても考えてい

きたいというふうに考えているところでございま

す。 

 それと、薬剤師会が行う残薬整理事業に新たに

４０万円を。それと「野菜１日３５０ｇ両手いっ

ぱい運動」という形で、仮称で設けておりますが、

この部分に若干経費を組んでおります。 

 それと、国のほうでは地域包括ケアを今後進め

るということにしておりまして、地域包括ケアの

中では、医療連携という部分が非常に重要になっ

てまいります。ここができないと、他の部分まで

波及できないということがございまして、１年か

けて医師会、歯科医師会、あるいはケアマネージ

ャー、そういう各種団体の方々と、薬剤師さんも

含めてですが、保健所も含めて協議をしてまいり

ました。そのようなことで、医師会のほうが中心

となってこの連携事業を進めようということで、

今、動きつつございまして、それに対する助成を

考えてるところでございます。 

 それと、成年後見センターということで、これ

も平成２２年度からずっと市民後見制度の養成を

やってまいりましたが、３年経過したということ

等もございまして、ひとり暮らしあるいは認知症

の方が多くなってきているというようなこと等か

ら、成年後見センターを設置しようということで、

今、社協と詰めをしてるところでございまして、

ある程度の合意が得られましたので、今後、この

分について予算を計上させたところでございます。 

 それと、国の施策につきましては、先ほど申し

ましたように、消費増税に伴う分、５％が８％に

伴う低所得者対策、あるいは子育て対策というこ

とで、約５億円の計上があるところです。 

 拡充したものにつきましては、予防接種の手技

料の単価を増にしております。これにつきまして

は、平成２０年度に上げましてから、もう５年間

据え置いたままで医師会のほうにお願いしてると

ころでございますが、消費税が上がるというよう

なこと等もございまして、また、国のほうからの

要請等もございまして、今回、若干上げさせてい

ただいたところでございます。 

 そのほか、市政施行１０周年記念事業としての

花いっぱい推進事業を追加いたしたところでござ

います。 

 それと、甑島ごみの島外搬出につきましては、

川内クリーンセンターまでの搬入を完全な民間委

託にしたところでございます。 

 それと、介護予防ボランティア事業ですが、こ

れについては、今まで支援型という形でやってき

ておりましたが、これに老人クラブとか、あるい

は高齢者の方々が多数入っていらっしゃいますク

ラブ、そういう任意クラブ等も含めまして、参加

型の、行事に参加することによって、ボランティ

ア券を付与するという形に対象を拡大したところ

でございます。こうすることによって、元気高齢

者をつくっていこうということで考えておりまし

て、その分に伴いまして、現在、高齢者お出かけ

支援事業があるところでございますが、この分に

ついては平成２６年度をもって廃止したいと。で

すから、平成２５年度にボランティアのポイント

を付与して活動していただくことによって交換で

きる券が、ボランティア券が交付されますので、

１年の間にその活動をしていただいて、次の年で

基金のほうから交付をすると。その時点で、お出

かけ支援事業を廃止できればというふうに考えて

おるところでございます。 

 本編資料の２ページから３ページにつきまして

は、今申しました新規事業を、拡充した事業を抜

き出した一覧となっておりますので、ごらんいた

だければと思います。 

 それと、私のほうからは最後になりますが、補

正予算の関係を若干、予告と申しますか、させて

いただきたいと思っております。 

 当初予算を編成する段階で、国の動き等が見え

なかった部分やら、概算ではじいて出した部分が
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ございます。それが、まず、水ぼうそうと成人用

肺炎球菌ワクチンの定期接種。これにつきまして

は、秋口から国のほうは定期接種化するというこ

とでございまして、この分については補正で対応

せざるを得ないということで考えております。 

 それと、消費増税に伴います診療報酬、介護報

酬、保護費等があるところでございますが、これ

につきましては、若干の伸び率等も中には含んで

おりますが、当初予算編成時でははっきりした数

字が出ておりません。そのような関係もございま

して、診療報酬等の改定に伴います増が出てくる

ことも予想されてるところでございまして、そち

らのほうも御含みおきいただければと思っており

ます。 

 それと、臨時給付金等子育て臨時給付金の部分

でございますが、これも概数ではじいております。

というのは、平成２６年１月１月現在での住民票

がある方で、当該年度の課税状況ということでご

ざいまして、これが確定するのが５月でございま

すので、私どもとしては平成２５年１月１日現在

のデータではじいたということ等もございまして、

修正が出てくるだろうというふうに考えていると

ころでございまして、今言った３点につきまして

は、補正でお願いすることになろうかと思います

ので、御理解のほどよろしくお願いいたしたと思

います。 

 ちょっと長くなりましたが、私のほうからは概

要の説明を終わらせていただきます。 

────────────── 

△環境課・川内クリーンセンターの審査 

○委員長（江口是彦）それでは、環境課及び川

内クリーンセンターの審査を行います。 

────────────── 

△議案第３７号 平成２６年度薩摩川内市

一般会計予算について 

○委員長（江口是彦）議案第３７号平成２６年

度薩摩川内市一般会計予算を議題といたします。 

 まず、部長に概要説明を求めます。 

○市民福祉部長（春田修一）それでは、環境課

の予算の概要について御説明いたします。 

 これも委員会資料の本編の部分の２ページをお

開きいただきたいと思います。 

 先ほども若干触れさせていただきましたが、花

いっぱいまちづくり推進事業として１,３１９万２,

０００円を計上いたしております。 

 ３ページでございますが、計画策定一覧のとこ

ろ、一番下の段になります。平成２７年度から平

成３６年度までに１０カ年に及ぶ第２次本市環境

基本計画を平成２５年度、平成２６年度の２カ年

で策定する予定でございまして、平成２６年度に

おいては４５０万円を計上させていただいたとこ

ろでございます。 

 引き続き、川内クリーンセンターの概要につい

て御説明させていただきますが、これも本編資料

の１ページ、左側でございますが、一般廃棄物の

収集運搬業務につきましては、環境課から川内ク

リーンセンターに業務を移管いたしております。

特に平成２５年７月から市直営により、甑島地域

の可燃ごみについて島外搬出を行いまして、川内

クリーンセンターに納入してるところでございま

すが、同年８月、一部委託により実施してきたも

のを平成２６年４月からは、職員の配置先も確保

できるというようなこと等もございまして、完全

委託化を図っていきたいというふうに考えており

ます。 

 次に、平成２６年度から平成２８年度までの３

カ年、現在の運転業務に加えまして、保守点検、

小規模修繕、薬剤・燃料の調達など、委託業務を

拡大した包括契約を行いたいということで、予算

を計上させていただいております。 

 次に、長期稼働によりまして、施設が老朽化し

ている川内クリーンセンターについては、国の交

付金を活用しながら計画的な施設の大規模改修に

よる延命化のための計画を進めていきたいという

ふうに考えております。 

 次に、川内クリーンセンターの一般廃棄物処分

場でございますが、これにつきましては、委員会

のほうでも現地を視察していただいて、ごらんい

ただいてるところでございますが、埋立容量があ

と１年弱となったところでございます。 

 これにつきましては、隣接地に新たな処分場を

建設する予定でございましたが、最終処分場の埋

立物を掘り起し、分別し、可能な限り資源化を行

う最終処分場再生事業が国の交付対象となること

がわかったところでございます。 

 近年、技術の進歩により、これらの単価も下が

ってきてるというようなこと等から、新たな施設

をつくるよりは、再生事業のほうが財政的にも得
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策ではないかというようなこと等もございまして、

今回、その調査費用を計上させていただいてると

ころでございます。机上ではじいた部分では、か

なり長いスパンで見ますと得策でございますが、

それらをもうちょっと専門的な形ではじいてみた

いということで、予算を計上させていただいたと

ころでございます。 

 以上が、環境課及び川内クリーンセンターの当

初予算概要でございますが、予算の内容につきま

しては、この後、環境課長、川内クリーンセンタ

ー所長からそれぞれ御説明させていただきたいと

思います。 

○委員長（江口是彦）引き続き、当局に補足説

明を求めます。 

○環境課長（寺園良介）おはようございます。

それでは、平成２６年度の当初予算、環境課分に

ついて説明をさせていただきたいと思います。 

 予算調書で説明をさせていただきたいと思いま

すので、予算調書をお願いいたします。 

 まず、歳出でございます。 

 予算調書の１１０ページをお開きください。 

 事項は災害救助費１１５万７,０００円、水害時

の応援協定に基づくし尿くみ取りに必要なバキュ

ーム借り上げ等に係る経費でございまして、水害

時のし尿くみ取りに係る市外からの応援への謝金

７万８,０００円、市内業者からのバキューム車借

り上げ８７万９,０００円、浸水家屋のし尿くみ取

り助成２０万円に要する経費でございます。 

 １１０ページ下の段でございます。 

事項は狂犬病予防事務費１３０万６,０００円、

狂犬病予防に係る経費で、注射済み票、犬シール

１３万３,０００円、予防注射通知郵送料５０万円、

畜犬管理システム保守点検委託４０万円が主な費

用でございます。 

 １１１ページをお開きください。事項が環境総

務一般管理費１億６,０２７万６,０００円、環境

行政に係る一般管理経費及び先ほどありました環

境基本計画策定等に係る経費で、環境審議会委員

１９人の報酬、それから環境保全嘱託員、それか

ら清掃等業務嘱託員、それぞれ１人おります、そ

の報酬。それから、一般職員２０人の人件費、そ

れから環境基本計画策定支援業務委託等４５０万

円、九州都市環境行政連絡会議負担金１万２,００

０円、本市の衛生自治団体連合会運営費補助金１

４０万円が主なものでございます。 

 ここで、ちょっと衛自連の事業に関しまして報

告させていただきたいと思います。ごみ袋の価格

でございます。 

 過去の消費税課税時にも、市民の負担増になら

ないようということで、卸・小売ともに価格転嫁

しなかったんですけれども、昨今の円安・原油高

等により仕入れ価格が非常に高騰しまして、今後

の衛自連の維持・運営状況を検討した結果、今回

の消費税増税は対応せざるを得ない状況というこ

とで、可燃が大・中・小あります。これ、２０枚

入りです。不燃が１０枚入りです。大・中ありま

す。いずれも１袋当たり１０円価格を値上げする

方針であるとのことでございます。 

 １１１のページ下の段です。 

事項は環境保全対策費８２０万７,０００円、環

境保全対策に係る経費で、ウミガメ保護監視員１

２人分の賃金、それからスイングフォグ等点検整

備修繕等４０万円、藺牟田池環境調査業務等委託

等５８２万円、ラムサール条約登録湿地関係市町

村会議負担金４万円、快適環境づくり補助金１０

万円が主なものであります。 

 １１２ページに参ります。 

事項は地球温暖化対策費９７万２,０００円でご

ざいます。地球温暖化対策に係る経費で、エネル

ギー管理システム使用料９７万２,０００円が主な

ものであります。 

 同ページの下の段でございます。 

事項は花いっぱいまちづくり推進事業費１,３１

９万２,０００円、花いっぱいまちづくり推進事業

に係る経費で、推進協議会委員謝金・旅費のほか、

市及び地域のシンボル花壇の設置工事６００万円、

快適環境づくり補助金が４００万円が主なもので

ございます。 

 ここにつきましては、また後ほど所管事務調査

のほうで報告させていただきたいと思います。 

 それから、１１３ページでございます。 

事項は公害対策費１,０１３万円でございます。

公害対策に係る経費で、臨時環境測定調査手数料

５７万３,０００円、環境測定業務委託９５０万円

が主なものでございます。 

 同ページの１１３ページ下の段でございます。 

 事項は市営墓地管理費３５２万７,０００円、市

営墓地の維持管理に係る経費で、川内・入来市営
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墓地管理代行委託等で、そのまま３５２万 

７ , ０ ０ ０ 円 が 主 な も の で ご ざ い ま す 。 

 １１４ページに参ります。 

事項、葬斎場管理費５,０８２万１,０００円は、

葬斎場の維持管理に係る経費で、川内葬祭場やす

らぎ苑等管理代行委託４,１３１万６,０００円、

川内葬斎場やすらぎ苑空調機取り替え修繕等 

７ ０ ０ 万 円 、 火 葬 料 差 額 助 成 金 ２ ４ ９ 万 

５ , ０ ０ ０ 円 が 主 な も の で ご ざ い ま す 。 

 １１４ページ下の段でございます。 

事項は清掃総務一般管理費３９２万２,０００円、

廃棄物対策事業に係る経費で、し尿収集手数料調

整助成金３００万円、川内汚泥再生処理センター

対策委員会運営費補助金４５万円が主なものでご

ざいます。 

 ここで、し尿収集手数料調整助成金について、

ちょっと報告をさせていただきたいと思います。 

 これにつきましては、平成２４年４月から川内

汚泥再生処理センターの運用開始に伴いまして、

それまでさつま町で処理されまして、さつま町の

料金でございました入来・祁答院地区と、川内・

樋脇・東郷地区のくみ取り料金の差額を業者のほ

うに補填して、入来・祁答院地区住民の負担を緩

和するというものでありましたけれども、当初の

予定として、この緩和措置は、３年間を限度とし

て、さつま町の料金が川内・樋脇・東郷地区の料

金と同等の金額となるときまで続けることといた

しておりました。ちょうど平成２６年度が３年度

に当たりますので、今回の予算計上が最後となる

ものでございます。 

 ただし、こちらが入手しました情報によります

と、さつま町のほうで、料金改定がなされるとい

うことが３月議会に上程されているようです。そ

れがもし可決いたしますと、平成２６年７月から

さつま町の料金が川内地区と同等に上がってくる

ということになりますれば、平成２６年の７月か

らこの助成がなくなって、入来・祁答院の方と川

内・樋脇・東郷の料金が同一料金。端的に言いま

すと、入来・祁答院の方の料金が若干上がってく

るという状況が発生するんじゃないかなというふ

うに思っております。 

 ただ、これは確定しておりませんので、一応情

報として、報告をしておきたいというふうに思い

ます。 

 それから、１１５ページをお開きください。 

事項が、不法投棄対策費３９万円です。不法投

棄対策に係る経費で、不法投棄物処理手数料、そ

れから不法投棄回収業務委託料が主なものでござ

います。 

 １１５ページ下の段、事項は環境美化推進事業

費４６４万９,０００円、環境美化推進に係る経費

で、環境美化推進員の年額及び出会謝金３６４万

８,０００円が主なものでございますけれども、予

算調書の経費の主な内容のところに、環境美化推

進員１２０人となっておりますけれども、これは、

１２０人は定数でございます。現在、予算でお願

いしてるのは、１１４人分の年額３万円と、１１

４人分の１回当たり２,０００円の合計の３６４万

８,０００円をお願いしているところでございます。 

 それから、１１６ページに参ります。 

事項、一般廃棄物処理費８３９万９,０００円、

一般廃棄物の処理に係る経費で、微量ＰＣＢ汚染

廃電気機器処分業務委託等が、６６４万８,０００

円が主なものでございます。 

 同ページの下の段でございます。 

事項が資源ごみ分別推進事業費３,７２１万 

３,０００円、資源ごみ分別推進事業に係る経費で、

地 区 コ ミ 分 別 収 集 報 奨 金 等 １ , ８ １ ３ 万 

８,０００円、リサイクル推進員補助金１,１２５

万円、廃棄物収集施設整備補助金等６０４万、使

用 済 自 動 車 島 外 搬 出 補 助 金 等 １ １ ４ 万 

１,０００円が主なものでございます。 

 １１７ページに参ります。 

事項は甑島クリーンセンター管理費２２０万 

１,０００円、甑島地域クリーンセンターの維持管

理に係る経費で、クリーンセンターといいますけ

ど、実際はストックヤード及び管理事務所になり

ます。維持管理に係る経費で、光熱水費が 

１４４万円、施設修繕２０万円が主なものでござ

います。 

 １１７ページ下の段です。 

事項は最終処分場管理費１,４９３万２,０００

円、最終処分場の維持管理に係る経費で、管理用

薬品等１０８万９,０００円、光熱水費１３４万４,

０００円、水処理施設修繕等７２万７,０００円、

汚水処理施設維持管理業務委託等４７７万 

２,０００円、最終処分場監視調査業務委託等 

７００万円が主なものでございます。 
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 １１８ページに参ります。 

事項は上甑投入施設管理費８２４万４,０００円、

上甑し尿投入施設の維持管理に係る経費で、施設

維持管理業務委託等１７６万６,０００円、し尿・

浄化槽汚泥処理下水道使用料４８０万円が主なも

のでございます。 

 １１８ページ下の段でございます。 

事項、下甑環境センター管理費３,９５８万 

８,０００円は、下甑環境センターの維持管理に係

る経費で、管理用薬品等８６１万６,０００円、光

熱水費４９９万２,０００円、運転管理委託等が、

１,４３０万８,０００円が主なものでございます。 

 １１９ページ、事項汚泥再生処理センター施設

管理費２億８,４２６万２,０００円、川内汚泥再

生処理センターの維持管理に係る経費で、維持管

理運営委託等２億８,４２６万２,０００円でござ

います。 

 同ページの下の段でございます。 

事項は汚泥再生処理センター施設整備費 

１,５０３万４,０００円、これは、川内汚泥再生

処理センター施設整備事業に係る経費で周辺整備

工事、これは、周辺は旧環境センター跡地が、現

在、更地になっております。ここを整備していこ

うということで、１,５００万円が組んでる主なも

のでございます。 

 それから、１２０ページ、事項災害予防応急対

策費３００万円は、共同墓地の特別災害復旧補助

に係る経費で、補助金でございます。 

 同ページの下の段、事項現年公用・公共施設災

害復旧事業費２００万円は、クリーンセンターや

最終処分場等が災害を受けた場合の災害復旧に係

る修繕や工事費でございます。 

 続きまして、歳入予算について説明をさせてい

ただきたいと思います。 

 予算調書の２２ページをお開きください。 

使 用 料 の 衛 生 使 用 料 、 予 算 額 ６ ６ １ 万 

３,０００円、行政財産使用料が４万８,０００円、

葬斎場の火葬使用料が４９６万４,０００円、葬斎

場等施設使用料が３５万１,０００円、墓地使用料

が、１２５万円が主なものでございます。 

 同じく、２２ページのちょっと下のほうです。 

手数料の衛生手数料２,５３２万６,０００円は、

廃棄物処分手数料２,１１５万８,０００円、畜犬

登録手数料が１２０万円、狂犬病予防注射済み票

交付手数料が２５３万円、特定家庭用機器運搬手

数料２９万２,０００円が主なものでございます。 

 なお、参考までにまたちょっと報告をさせてい

ただきたいと思いますけれども、狂犬病の予防注

射につきましては、現在、獣医師に支払う注射料

金、これが２,４５０円で、市が手数料として徴収

しております注射済み票。これが５５０円の合計

３,０００円を、注射に来られた時点で飼い主の方

がお支払いされるんですけれども。今回、獣医師

会のほうから、消費税の増税に合わせて等、鹿児

島地区の注射料金、技術料を含めたところの注射

料 金 が 若 干 低 い と い う こ と で 、 ４ 月 か ら 

４００円ほど増額したいということで申し出があ

りまして、今後は飼い主さんの負担が３,０００円

から３,４００円に負担増なりますので、報告をさ

せていただきたいと思います。 

 それから、２３ページでございます。 

県補助金の衛生費補助金２７万４,０００円、保

健衛生費補助金、ウミガメ保護監視員の設置費補

助金でございます。 

 同じく２３ページ、県委託金、衛生費委託金９

万３,０００円は、保健衛生費委託金、権限移譲事

務委託金で、ウミガメ保護、県立自然公園、化製

場等の分でございます。 

 ２３ページ、財産運用収入、財産貸付収入３万

３,０００円は、土地建物貸付収入、貸地料でござ

います。東郷し尿中継用地等の旧環境センター関

連の用地ということでございます。 

 同じく２３ページ、財産運用収入、利子及び配

当金３万４,０００円。これは、利子及び配当金と

いうことで、汚泥再生処理センター施設整備基金

の利子収入でございます。 

 同じく、２３ページの財産売り払い収入、物品

売り払い収入１,５６５万円は、資源ごみ売り払い

及び汚泥再生処理センターの炭化物の売り払い収

入でございます。 

 同じく、２３ページの一番下です。雑入になり

ます。１１７万２,０００円は、電気・水道料の実

費収入金４万２,０００円、火葬料実費徴収金６５

万円、使用済自動車島外搬出助成金が、４８万円

が主なものでございます。 

 以上で説明を終わりますけれども、よろしく御

審議賜りますようお願い申し上げます。 

○委員長（江口是彦）続いて、川内クリーンセ
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ンター所長の説明も併せていたしましょうか。 

○川内クリーンセンター所長（染川秀夫）お

はようございます。川内クリーンセンターでござ

います。よろしくお願いします。 

 まず、歳出のほうから御説明いたしますので、

予算調書の１２１ページをお開きください。 

 まず、上の表でございます。４款２項５目ごみ

処理費、事項は一般廃棄物処理費で、市内全域の

一般廃棄物収集運搬に係る経費でありまして、事

業費は３億３,８８３万１,０００円であります。

経費の主なものは、一般廃棄物収集に関する業務

委託及び両甑島クリーンセンター可燃ごみ島外搬

出等業務委託であります。 

 なお、この業務は平成２６年度に環境課から川

内クリーンセンターへ業務移管されるものであり

ます。 

 次は、事項資源ごみ処理施設管理費で、資源ご

み処理施設の管理運営に係る経費でありまして、

事業費は１,３１４万８,０００円でございます。

経費の主な内容は、ペットボトル、プラスチック

類等の資源減容業務委託であります。 

 次は、１２２ページ、上の列、事項が川内クリ

ーンセンター管理費で、川内クリーンセンターの

管理運営及び施設維持・整備に係る経費でありま

して、事業費は５億２,７５２万１,０００円でご

ざいます。 

 経費の主な内容ですが、一般職４人の給与、次

に、焼却施設維持・補修等ですが、これは、焼却

炉内の耐火物の保守、焼却炉２号炉のバグフィル

ターろ布交換整備等が主なものであります。 

 運転管理業務委託につきましては、先ほど部長

からもありましたように、平成２６年度から従来

のクリーンセンター運転業務に、薬品や燃料の調

達及び小規模修繕工事等も委託業務に追加するも

のであります。 

 配水管布設替え工事ですが、これは県道京泊大

小路線、小倉町堂階橋の橋梁改良工事に伴い、ク

リーンセンターの配水管の移動が必要なものであ

ります。 

 川内クリーンセンター地域振興補助金６３万円

は、小倉川底地区に対する補助金であります。 

 次は、下の表でございます。 

最終処分場管理費で、クリーンセンターで発生

する焼却灰の外部処分に係る経費でありまして、

事業費は８,３８８万９,０００円でございます。

これは、川内クリーンセンターの最終処分場の延

命化を図るもので、焼却灰や不燃残渣等について、

県外事業者へ処理委託するもの及び焼却灰の処理

及び最終処分場整備に係る検討調査事業を委託す

るものであります。 

 次に、歳入を説明をいたしますので、予算調書

の２４ページをお開きください。 

 上から２段目の１４款２項３目衛生手数料です

が、予算が３,８４０万３,０００円、節は衛生手

数料、廃棄物処分手数料で、クリーンセンターへ

直接搬入されたごみの処分手数料を計上しており

ます。 

 次は、１５款２項３目衛生費補助金、予算額が

２５４万円、節は保健衛生費補助金、循環型社会

形成推進交付金で、川内クリーンセンター基幹改

良事業実施に伴う計画支援委託に係る交付金を計

上しております。 

 次は、１７款２項２目物品売り払い収入で、予

算額１,５３４万円、節は物品売り払い収入、資源

ごみ売り払い収入で、クリーンセンターに搬入さ

れた廃棄物のうち、鉄、アルミ、紙など、有価物

として売却できる資源ごみの売り払い収入分を計

上しております。 

 次は、２１款５項４目雑入です。予算額が４４

１万８,０００円、節の主なものは、川内クリーン

センター配水管移設補償費であります。 

 次に、下から２段目のペットボトル等有償入札

拠出金で、法律に基づき指定された協会、容器包

装リサイクル協会といいますが─に処分委託を

しておりますけれども、協会の処理料に余剰金が

出ることが予想されるもんですから、その余剰金

を協会から市町村に配当されるもので、平成２６

年度は２００万円を予定をしております。 

 次に、債務負担行為について御説明をいたしま

すので、予算書、予算に関する説明書の９ページ

をお願いします。 

 ９ページの表の上から２行の分になります。 

 まず、川内クリーンセンター運転管理業務委託

でございます。平成２７年度から平成２８年度ま

での２年間で、限度額は５億６,１１９万８,００

０円であります。これは、平成２６年度から川内

クリーンセンターの運転管理について、これまで

より委託業務範囲を拡大し、平成２８年度までの
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長期包括委託をするために設定するものでありま

す。 

 次に、川内クリーンセンター基幹的設備改良事

業アドバイザリー支援業務委託で、平成２７年度

から平成２８年度までの２年間で、限度額は２,８

２２万円であります。これは、川内クリーンセン

ターについて、長期稼働によりまして、施設が老

朽化していることから、国の交付金を活用しなが

ら、計画的な施設の大規模改修による延命化を図

るため、この改修計画を実施するものであります。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審議賜り

ますようお願いします。 

○委員長（江口是彦）ただいま環境課及び川内

クリーンセンターの説明がありましたが、これよ

り質疑に入ります。御質疑願います。 

○委員（井上勝博）先ほどの一般廃棄物の最終

処分場の再生化事業ですか、これについては、今

説明があった川内クリーンセンター基幹的設備改

良事業アドバイザリー支援業務委託との関係なん

でしょうか。それ、予算はどこで出てきているの

かというのを教えていただけますか。 

○環境課長（寺園良介）基幹的改良と最終処分

場再生事業は全く別物です。所管事務調査の資料

の中に、それ、また別途説明させていただくとい

うことで入れてございますので、申しわけござい

ません。 

○委員（井上勝博）調書の１２２ページの運転

管理業務委託等についての説明がよくわからなか

ったもんですから、もう少し詳しく説明いただけ

ますか。 

○川内クリーンセンター所長（染川秀夫）運

転管理委託等についてということでございますが、

これまで川内クリーンセンターでは、焼却炉の運

転管理、そこが大きな委託事業でございましたが、

これまで職員のほうで行っておりました消耗品購

入、薬品などの消耗品購入、それから小規模な修

繕、大規模修繕と小規模修繕と分けておりますが、

大規模は、大きな焼却炉内の心臓部を修理するの

が大規模修繕と分別をしておるわけですが、それ

以外の修繕は小規模修繕として行っておりました。

これについても委託の中に含めるということにし

ております。それから、水質検査などの手数料で

す。そういうようなものまで含めたものを委託の

中に含めて行っていただきたいということで、計

画をしているものであります。 

○委員（井上勝博）その委託については、増額

になるわけですね、委託料が。どのぐらいの増額

になるんですか、今言われた部分でいうと。 

○川内クリーンセンター所長（染川秀夫）予

算的には、平成２５年度からいいますと１億円程

度の増額になりますが、これは、これまで私ども

市のほうで行っていた消耗品購入等の予算とほぼ

同額ということになります。 

○委員（井上勝博）ごみ袋の価格が上がるとい

うことなんですが、１袋当たり１０円の値上げっ

ていうのは、可燃物については２０枚入り、不燃

物については１０枚入り、１袋というのは２０枚

入り一つが１０円の値上げになると。今は、その

価格というのはどれぐらいでしたっけ、一袋当た

りの価格。 

○環境課長（寺園良介）可燃の大の２０枚入り

が、一袋３００円でございます。これが３１０円

になります。それから、可燃の中も２０枚入りで

すけど、２４０円が２５０円になります。小は、

２００円が２１０円になると。不燃のほうは、大

が、２００円が２１０円、それから、不燃の中が、

１５０円が１６０円という形でございます。 

○委員長（江口是彦）ほかに御質疑ございませ

んか。 

○委員（今塩屋裕一）予算調書の１１５ページ、

不法投棄処理手数料とあるんですけど、これは、

今、家電リサイクルで集めてる業者がいまして、

民間のところとの契約で、そして、今全然お金に

ならないんですか、そのまま不法投棄という形で、

ずっとそのまま、そして、もう本当、不法投棄に

近いような、うちの宮里町を見ても、ソファーや

ら全然、クリーンセンターに持っていけばいいの

になのがたくさんあるんですけど、なかなか地主

の方やら、地域としても県道も整備されて、環境

美化にもちょっとおかしいんじゃないかっていう

声もありまして、この辺の予算にも、この委託業

者に入ってるんですか。その辺を教えてもらえれ

ばと。 

○環境課長（寺園良介）この処理手数料は、い

わゆる無料回収業者の手数料じゃなくて、いわゆ

る環境美化推進員等が、誰が投棄したかわからな

いものを一時的に木場茶屋に収集して置いてあり

ます。その中で、費用のかかる家電４品目等、こ
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れについてはこちらのほうで、費用を出して処理

をせないかんという状況だもんですから、そのた

めの費用ということです。 

 現在の市内に５カ所ほどあります無料回収業者

の状況については、廃棄物対策グループ長がちょ

っと、状況報告させてもらいたいと思います。 

○環境課廃棄物対策グループ長（若松幸記）

それでは、説明をいたします。 

 現在、先ほど課長が言いましたとおり、市内に

５カ所ほどの、今、委員おっしゃったような無料

回収場がございます。これについては、毎年１１

月ごろなんですけども、県のほうのこういう部署

があるんですけど、そこと一緒に私どもパトロー

ルをします。そして、適正な指導をしていくんで

すけども、今、委員おっしゃった宮里ですけれど

も、ここについてはエコネット九州というところ

が、経営というか、借地をしてやってるんですけ

れども。ここについては、今年の４月にきれいに

かたづけて撤退をするということを聞いておりま

す。そういう指導をことし２月の１２日、指導に

行きまして確約をいただいております。 

 以上です。 

○委員長（江口是彦）いいですか。ほかにご質

疑ありませんか。 

○委員（新原春二）旧川内環境センター跡地の

環境整備、１,５００万ぐらいの予算がつけてある

と思うんですけども。この整備、植栽を恐らくさ

れる予定でされてるんですが、もうちょっと何か

方法はなかったのかなと考えているんですよ。 

 具体的に言うならば、あそこを掘り起こして畑

にして、環境保全型の畑地として市民に貸して、

肥料もありますから、そうした一つの方法は考え

られなかったのかな。植栽をすれば、どうしても

まだ手入れがずっとランニングコストが入ってい

くんですが、畑地にしてそれを市民に貸し出して、

そこを有機肥料でもして野菜をつくれるような体

制というのはなかったのか。平米としてはどのく

らいの平米数があるんですか。 

○環境課長（寺園良介）平米数は７,０００平米

でございます。 

○環境課長（寺園良介）今委員がおっしゃった

とおり、まずは緑地、芝張りをして。後、迷惑施

設としての地元の方からちょっといろいろ要望が

ございまして、パークゴルフ場とかそういうもの

に使えないかとか、そういうお話がありますので、

できるだけ費用のかからないような方向で、地元

の要望にも応えられたらなっていう形で、ちょっ

と内部では検討してるんですけども。市民全般に

開放するようなそういう畑とか、そういうものは

ちょっと今のところまだ考えてはいないです。 

○委員（新原春二）要望なんですけども、やっ

ぱりいろんなパークゴルフにしても、ランニング

コストがずっとかかっていくわけですね。整備の

関係を含めて、管理人も置かないかんし。それか

ら考えれば、そういった畑地にして貸し出しをす

るということにすれば、それぞれ市民が管理をし

ていくわけですから。そのものも７,０００平米で

すから、かなり大きい敷地ですので、緑地を含め

てそういうのが考えられたら、また考えていただ

きたいなと、要望にしておきます。 

○委員長（江口是彦）要望であります。 

 ほかに御質疑ありませんか。 

○委員（瀬尾和敬）この調書の１１１ページに、

藺牟田池環境調査業務委託費とあるんですが、こ

れは、一体どういうことを環境調査することにな

ってるんですか。 

○環境課長（寺園良介）環境調査は、水質、そ

れから底質、底の泥の状況、それから３年に１回

は植生の調査とか、そういうものもやってます。

これは、合併前のそういうデータがなくて、合併

した後ずっととっておりまして、状況が悪くなら

ないようにという考えで、そういう調査をさせて

いただいてます。 

○委員（瀬尾和敬）これは、今回だけじゃなく

て、ずっと継続してやるということなんですか。

５８０万もかかるんですか。 

○環境課長（寺園良介）環境調査業務は、予算

の設計をすると非常に高くなります。 

 ただ、実際入札をするとちょっと落ちてくると

いうような状況で。ただ、こちらのほうの見積も

りといたしましては、やっぱりそれぞれの業者か

ら予算用の見積もりをいただきまして組まないか

んということで、通常、大体このような金額にな

ってます。３年に１回の植生調査が入ればまだ上

がってきます。そういう状況です。 

○委員（瀬尾和敬）藺牟田池に関しては、こう

いう環境調査もあれば、それから外来生物ですか、

持ち込んだやつの問題とか、それから周りの桜の
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問題とか、いろんなのが絡んでるんですよね。例

えばあそこの桜のテングス病の問題とか、これは

どこがやるのか、環境なのかどこなのかってわか

らないようなこととか、結構からんでるんですよ

ね。ここの五百八十数万円でやられるというのは、

あの藺牟田池の内部というか、そういうことなん

ですね。柳の伐採とか何とかちゅうのはまた別な。

結構お金をかけられるんですね、ここに。 

○環境課長（寺園良介）環境の部分と、観光の

部分と、一応仕分けはしてると思います。ですか

ら、桜は恐らく観光の面で、植栽は後からされた

分じゃないかなと。ゴブハクチョウも後から導入

された分で、観光課のほうで、今回、回収の予算

を組まれてたんじゃないかと思いますけども。環

境から見ると、もともと地元になかったそういう

植物とか動物は、入ってくること自体が規制をせ

ないかんっていうものですので、何も入ってない

状況を確認をしていて、その後にどういうものが

入ってきたっていうのがチェックできるような形

で、今現在、調査をずっとやってるということで

す。 

 ですから、外来魚については、国の助成制度も

ありますけれども、ビオトープでも１匹幾らとか

そういう形で回収をしていただいておりますし、

ビオトープじゃなかった、アクアイムですね。そ

れから、各種団体で釣り大会とか、そういう形で

の駆除もしていただいております。 

 柳につきましても、蛇柳ですか。あれももとも

と沼、池のほうに生えてなかった分が、どうも風

か何かで飛んで来たみたいで、あれが湿地に根づ

きますと湿地が陸地化してくるもんですから、あ

れはちょっとまずいなということで、環境課のほ

うで予算をいただいて、伐採はさせていただいて

るという状況はあります。 

 ただ、観光資源という形で意図的に入れられた

ものについては、それぞれ入れられた部署でいろ

いろ予算措置をしていただいて対処されていると

いうふうに考えていただいたほうがいいんじゃな

いかと思います。 

○委員（井上勝博）狂犬病予防注射の手数料が

４００円上がるということなんですけど。これは、

ちょっと私、犬を飼ったことがないので仕組みが

よくわかってないんですけども。この予防注射を

済んだら、交付手数料っていうのをいただいてい

るわけですよね。その予防注射そのもののお金と

はまた別に手数料をいただいていると。この場合、

予防注射そのものは４００円増ということで、結

構大きな値上げということで、やっぱりこういっ

たものには補助金は入っているもんなんですか。 

○環境課長（寺園良介）補助金という意味がち

ょっとよくわからないんですけど。先ほど申し上

げましたとおり、注射料、注射の技術料っていう

のは、獣医師会のほうが徴収されるものです。獣

医師会のほうで、今回の消費税アップに伴って、

まことに恐縮ですけども、鹿児島県の注射技術料

っていうのが、全国的に比べると若干安かったの

で、便乗値上げという言い方は悪いんですけども、

若干上げさせていただきますということで通知を

いただいたもんですから、議員の皆様は何も知ら

ないわけにもいかないだろうということで、本日

はそういう、委員の皆さんが行かれたときにびっ

くりされるよりは、そういうことがありますよっ

ていうことで、事前にお知らせいただけるんであ

れば、情報をお渡ししとったほうがいいかなとい

うことで、御報告差し上げております。 

○委員（井上勝博）よくわかることなんです、

情報提供だということについては。ただ、やっぱ

り狂犬病の予防が、負担がふえていくということ

によって、なかなか犬を飼ってもきちっとそうい

うことができないという方が出てくる危険性って

いうか、そういうものもあるんじゃないだろうか

なと、餌代だけでも相当なものになりますから。 

 だから、そういう意味では、予防注射料金がこ

んなに上がると、幾らかそれに対して公的な支援

っていうか、そういうなのがされているならば、

公的支援を強めてその価格を抑えるっていうこと

が、できなかったもんかなというふうに思ったも

んですから、そういうことはやってないわけです

ね。一切公的な支援は出ない。 

○環境課長（寺園良介）はい、注射料に対する

公的支援っていうのはやってないです。 

○委員長（江口是彦）ほかに御質疑ありません

か。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員から質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はないと認めます。 
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 ここで、議案第３７号に係る審査を一時中止し

ます。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（江口是彦）次に、所管事務調査に入

ります。当局に説明を求めます。 

○環境課長（寺園良介）市民福祉委員会資料の

本編でございます。本編の６ページをお開きくだ

さい。 

 微小粒子状物質いわゆるＰＭ２.５についてでご

ざいます。 

 ＰＭ２.５とは、定義が書いてあります。大気中

に浮遊する粒径２.５マイクロメーター以下の小さ

な粒子状物質の総称で、特定の化学物質を指すも

のではございません。 

 １マイクロメーターは、１ミリメーターの１,０

００分の１で、２.５マイクロメーターは髪の毛の

太さの３０分の１程度ということでございます。 

 環境基準が、その中に四角囲みで書いておりま

す。１年の平均値が１５マイクログラムパー立米

以下であり、かつ１日の平均値が３５マイクログ

ラムパー立米以下であることということでござい

ます。これは、平成２１年の９月に環境省が設定

いたしまして、１時間値に関する基準はございま

せん。 

 今、注意喚起をするという形で、新聞等でいろ

いろ御存じじゃないかなと思います。 

 注意情報の発表です。１日の平均値が７０マイ

クログラムパー立米。これは国・環境省が有識者

会議をつくりまして、その中でつくりました暫定

の指針、環境基準の２倍という形になっておりま

す。 

 これを超えると予想される場合は、大気汚染防

止法の所管である鹿児島県、都道府県が県内全域

を対象に注意情報を発表するという形になります。 

 区分が、今、下の表に三つあります。平成２５

年の３月８日に策定されまして、翌日から運用開

始しました。 

 これが、県内のいずれかの測定局で、朝の午前

５時から７時までの１時間の平均値が８５マイク

ログラムパー立米を超過した場合は、午前８時に

注意情報を出しますよということ。これは国から

通知がありまして、国が大体こういうやり方やり

なさいということで、それに従って鹿児島県が定

めたもので運用しておりました。 

 その下に、９月６日改正、同日運用開始の分は、

県内いずれかの測定局で、午前５時から日没まで

における連続する３時間の１時間値の平均値が 

８５マイクログラムパー立米を超過した場合とい

うことで、発表時刻は適宜超えた時点で、一番早

い時点で発表するということで、９月６日に改正

されました。 

 恐らくこれは、後の話にも関連してくるんです

けども、午前５時から７時までの１時間の平均値

が８５を超えなかったら、その日はもう出ないっ

ていう形はおかしいんじゃないかっていうのは、

新聞では皆さんもお読みになったんじゃないかと

思うんですけども。要するに昼からどんどん上が

っちゃって、１時間平均値が８５を超えた日が実

際あったんです。それはおかしいんじゃないかっ

ていうことで、鹿児島県のほうにもいろいろお話

が行ったみたいで、それに伴って、９月の６日の

日に改正をされて、日没までの３時間平均値とい

う形で改正されたんですけども。日没になっちゃ

いますと、やはりこういうＰＭ２.５等は、なかな

か上がる数値ちゅうのがありませんので、これに

ついてもちょっとどうかなというお話もありまし

て。その後、平成２６年の１月９日改正が、国が

やはりそういう状況を踏まえまして、改正をされ

まして、今回、一番下の太囲みの中に書いてある

分でございますけども。県内のいずれかの測定局

で、午前５時から７時までの１時間の平均値が８

５を超えたとき、これは午前８時に注意情報。今

度は午前５時から１２時までの１時間値の平均値

が８５マイクログラムを超えたときは午後１時。

いわゆる注意情報を出すパターンを、二つのパタ

ーンを今つくってカバーをしてるという状況でご

ざいます。 

 ただ、実際、高濃度情報は何回か出てますけど

も、注意情報についてはまだ一回も出てないと。

鹿児島県では出てないという状況でございます。 

 ７ページのほうですけれども、注意情報の内容

でございます。強制力を伴うものではないという

ことで、まず、不要不急の外出をできるだけ減ら

していただきたい。それから、屋外での長時間の

激しい運動をできるだけ減らしていただきたい。

それから、換気や窓の開閉を必要最小限にするこ

とにより、外気の屋内への侵入をできるだけ少な
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くしていただきたい。それから、呼吸器系や循環

器系疾患のある方、それから小児、それから高齢

者等は体調に応じてより慎重に行動することが望

まれるということで、注意情報がございます。 

 周知の方法ですけども、鹿児島県から薩摩川内

市にも参りますけれども、県のホームページ、そ

れから登録されてる方は、それぞれ個人にメール

配信もされます。それから、報道機関。それから

鹿児島県の関係課から、関係課の持つ所管施設。

同じく県の教育庁から県教育事務所。県の所管施

設から、関連のある分は、薩摩川内市の施設等に

も直接行く場合もあると思います、学校関係は特

に。 

 市の場合も、環境課から関係課と教育委員会。

関係課から所管施設と同時に、市のホームページ

と防災行政無線を使って広報をするという形で市

民への広報をするという形になっておるところで

ございます。 

 注意情報の有効期限ですけれども、発表時刻が

８時もしくは１時、いずれであっても翌日の午前

０時までは有効ということで、その前に、県内全

ての測定局で、１時間値が５０マイクログラム以

下となった場合は、県のほうから改善情報が発表

されるという形になっております。 

 ＰＭ２.５については、以上で説明を終わりたい

と思います。 

 続いて、いいですか。 

○委員長（江口是彦）そのまま続いてお願いし

ます。 

○環境課長（寺園良介）８ページをお開きくだ

さい。 

本市が、平成２５年度からもう既に取り組んで

おります花いっぱいまちづくり推進事業でござい

ます。 

 推進プランをこの２月に策定をいたしました。

キャッチフレーズは、９ページの写真の中に入っ

てるんですけれども、「咲かせよう！花いっぱい

のまち薩摩川内」。これを短縮したキャッチコピ

ーとして「花いっぱい薩摩川内」という形で使用

をしていきたいというふうに思っております。 

 活動方針ですけれども、９ページのほうです。

花をもって市を盛り上げながら、またおもてなし

をしたいというのが簡略したところの言い方でご

ざいます。 

 プランの計画期間は、平成２６年度から平成 

３５年の１０年間。平成２７年度には国民文化祭

がございます。それから、平成３２年には国民体

育大会、オリンピックもあるとは思います。 

 それから、活動目標ですけども、まず、第１条

として、「花いっぱい」によりコミュニケーショ

ンを活性化しようと。第２条により、「花いっぱ

い」により心身ともに豊かになろう。第３条に、

「花いっぱい」より不法投棄やマナー違反をなく

そう。第４条に、「花いっぱい」によりボランテ

ィアに参加しよう。第５条に、「花いっぱい」に

よりおもてなしの心を育てようと。 

 具体的な取り組みとして、植える場所、例えば

花苗を１人１鉢運動とか、それから、自分が好き

でされてる方で、オープンしていただけるんだっ

たら、そこをオープンガーデンにしていきましょ

うとか、それから、皆さんでつくられた市民花壇、

こういうものも積極的につくっていただきたい。

花いっぱいまちづくりを推進する１０の作戦とか

も一応決めております。それから、植える花の種

類、必要な用具の調達、それから、管理する方法、

できるだけボランティア等でお願いしたいと。そ

の他具体的な取り組み。 

 それから、一番下の推進体制ですけども、今現

在、このプランをつくっていただきました花いっ

ぱいまちづくり推進協議会。これは２５の団体で

つくっておりますので、そこら辺を中心に推進を、

もちろん今は市が事務局をやっておりますけれど

も、将来的にはこの推進協議会で事務局していた

だければというふうな状況に持っていけたらなと

いうふうに思っているところであります。 

 広報薩摩川内の４月号で募集をする予定ですけ

ども、こういうものについて結構詳しい方が市内

にいらっしゃるというお話もありますので、アド

バイザーっていうのを１０名ほどお願いできない

かなというふうに思って、４月広報紙に出してい

きたいと。 

 ちなみに、今見ていらっしゃるのは、これは３

月１０日号に出ている分でございます。 

 ことし、地域のシンボルカラーっていうのをも

う既につくってるんです。５カ所はできておりま

す。予算の中でも、ちょっとまた後ほど触れるこ

とになるかもしれませんけども。ことしは１０カ

所またつくろうということで、既に５カ所、手挙
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げが来てますので、自分のところもと言われると

ころは、ぜひまた、まだ余裕がありますので、手

を挙げていただきたいなというふうに思います。 

 それから、市のシンボルカラーもつくりたいと

いうことで、アリーナと上池、下池の間に道路が

通ってます。東郷のほうに抜けるんですけども。

アリーナのちょうど池との間の斜面が広い芝生に

なってます。非常に近いですし、目につくとこで

すので、あそこに大きなシンボル的なものを植え

ていったらどうかなということで、一応市長との

お話の中でも、あそこで今のとこいいかなという

ことで了解いただいていまして、平成２６年度、

そこをメーンに市のシンボルカラーにしようとい

う形で、市民運動会もございますし、各種スポー

ツ合宿等に来られる方もいらっしゃいますので、

目につくという意味ではいいのかなというふうに

思っているところでございます。 

 それから、マスコットキャラクターをつくって、

これからＰＲをしていきたいということで、冬休

みの小学校の宿題というんじゃないですけど、小

学生にお願いいたしまして、応募をしていただき

ました。選定されたものができておりますので資

料を。 

○委員長（江口是彦）ちょっと配っていただけ

れば、事務局から。 

［資料配付］ 

○委員長（江口是彦）補足がありましたら、ど

うぞ。 

○環境課長（寺園良介）ここに書いてあるとお

りなんですけども。応募が大項目の３のとこです。

１,０１９名応募していただきました。こちらのほ

うで、徐々に選定を狭めていきまして、最終的に

は推進協議会のほうで、最優秀賞ということで１

点を選定いただきましたものがこれです。 

 最優秀賞は、永利小学校の１年生の松木田莉瑚

さんで、カノコユリの妖精「カノッコ」という名

前という形で、これにつきましては、原画をもと

に川内商工のインテリア課美術部の方にこういう

形でイラスト化していただいたものが、今、お手

元にある分でございます。 

 今後、花いっぱいまちづくり事業のマスコット

キャラクターということで、これを使いながらい

ろいろとＰＲをしたいなというふうに思っている

ところですので、皆さんも御協力いただけたらい

いなというふうに思っています。早速、ネームな

どのほうに使わせていただいてるんですけど、薩

摩川内市は薩摩川内スピリッツというシンボルマ

ークもございますので、今、スピリッツが消えて

カノッコちゃんだけになってますので、二つつけ

たほうがいいのかなと思いつつ、両方とも、ある

ものはたくさんつけてにぎやかにやったらどうか

なというふうに思っているところでございます。 

○委員長（江口是彦）わかりました。 

 では、川内クリーンセンターのほうの説明もあ

りましたら、お願いします。 

○川内クリーンセンター所長（染川秀夫）同

じく資料の１０ページでございます。 

 川内クリーンセンターの基幹的設備改良事業と

いうことで、川内クリーンセンターがことし２０

年目を迎えるということになりますが、長期稼働

によりまして、非常に施設が老朽化しているとい

うことで、長寿命化計画を環境課のほうでつくっ

ていただいているわけですが、これに基づきまし

て、国の交付金、それから合併特例債などを活用

しながら、計画的に施設の大規模改修を行って延

命化を図るという方針を出せていただいていると

ころでございます。 

 （２）番に国の方針があるわけですけれども、

コンクリートの耐用年数が５０年と言われている

わけですが、それにもかかわらずに、施設のほう

の耐用年数が通常１５年程度と言われているもの

ですから、設備の劣化を理由として、２０年程度

で利用可能な建築物を含めて廃止している例があ

るということから、国のほうも１０年から１５年

ほどで基幹的設備改良を行っていけば、３０年以

上の稼働は可能であるというふうにしているとこ

ろであります。 

 本市の延命化に対する考え方ですが、これにつ

いては、稼働後２０年ということから、毎年適正

な運転管理、それから定期点検整備を行ってきて

いるつもりでありますが、これであと１０年程度

は運転可能であるというふうに業者のほうからも

聞いているわけですが、その後、施設全体の更新

が必要となってまいります。 

 長寿命化計画に基づきまして、基幹的改良事業

を行って、その改良後２０年以上ということは、

稼働通算４５年の延命化を図っていきたいという

ことでございます。 
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 今後、施設更新まで２５年ということになりま

すので、今後とも生ごみの堆肥化、それからごみ

の減量化・資源化を進めていくことによりまして、

現在よりもコンパクトな焼却施設、それから最終

処分場の新設、こちらのほうをしていきたい。そ

のことで、維持管理経費も削減されるんではない

かということでございます。 

 概要でございますが、焼却施設については、水

冷式のストーカ。ストーカというのは、焼却炉内

でごみを運んでいく設備なんですが、これが現在

は鋳物でつくられているものなんですけれども、

それを水冷式のものに替えて焼却炉の耐久性を高

める。それから、各モーター類については、高効

率型の導入によりまして電力の削減をしていくと。

そういうことで、ＣＯ２を３％削減するということ

で、循環型社会形成推進交付金の３分の１の対象

になるということでございます。 

 ほか、焼却だけでなくて資源ごみのほうもあり

ますので、こちらのほう、資源ごみ、粗大ごみ、

それから浸出水の処理施設、こちらのほうも同じ

ように老朽化しておりますので、これも更新をし

ていくということですが、こちらのほうは国の交

付金の対象ではないということになります。 

 事業スケジュールとしては、平成２６年度にＰ

ＦＩの可能性調査。それから平成２６年から平成

２８年に、先ほどお願いをしてあります基幹的設

備改良事業アドバイザリー支援業務等をしていく

ということになります。 

 工事自体は、平成２８年度から平成３１年度ま

での３年間を予定をしておりまして、平成３１年

度からは、今回、平成２６年度からレベル２と呼

ばれる委託を開始をさせていただくということに

しておりますが、今後、レベル３という全ての業

務を包括で委託をするという予定でございます。 

１１ページをお願いいたします。川内クリーン

センター最終処分場事業ということですが、皆さ

ん、視察をしていただいて、最終処分場の状況は

十分御理解いただいているところでございます。

今後も、焼却灰・不燃残渣の処分を外部委託をす

ることを継続しながら、平成２６年度から焼却灰

の処理方法の検討・調査を実施をするものでござ

います。 

 焼却灰の年間発生量は、３,５００トンでござい

ます。内訳はその後のとおりですが、これは、県

外の管理型最終処分場への埋立処分またはセメン

ト資源化処理でございます。 

 これからする事業というのは、新たに最終処分

場を整備した場合と、最終処分場の再生事業を実

施した場合の費用対効果の比較、それから課題等

の調査でございます。 

 再生事業の簡単な再区分のところを絵で描いて

ございますが、現在の埋立物を掘削をして、ふる

いにかけます。ふるいにかけた後、セメント資源

化できるものはセメント資源化をする。できない

ものは、とりあえず別の最終処分場のほうに埋め

立てをするということになります。 

 調査を、簡単な調査ですが、したところ、埋立

物の大体８０％から９０％ぐらいはセメントの資

源にできるということを聞いておるところでござ

います。 

 簡単ですが、以上で説明を終わります。 

○委員長（江口是彦）ただいま説明がありまし

たが、これを含めて所管事務全般について質疑に

入りたいと思います。御質疑願います。 

○委員（井上勝博）この延命化事業でなんです

が、８０％から９０％はセメント資源化できて、

他のできない部分については、他の管理型の最終

処分場に持っていくということですが、管理型で

はあるわけですよね、今の薩摩川内市の。他の管

理型に持っていくっていうのは、持っていかなく

てもいいんじゃないかなっていう気がするんです

が、それはどうなんですか。 

○環境課長（寺園良介）残余量がもう１年分し

かございませんので。 

○委員（井上勝博）今ある最終処分場の延命化

を図るために掘り起こすわけですよね。掘り起こ

して、セメントの資源になるものを持っていくわ

けですよね。残ったセメントにできないものにつ

いては、他の管理型に持っていく必要はなくて、

そこに置けばいいんじゃないかっていうふうに思

うんですが。 

○環境課長（寺園良介）要するに、今ある処分

場をもう一回使うっていうのが再生事業です。で

すから、全てなくする状態にせないかんというこ

とです。 

 ですから、１００のうち９０はセメント資源化

できるんですけど、１０はセメント資源化できな

いので、１０だけ残すんじゃなくて、１０の資源
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化できないものは、資源化できないなりの処理を

せないかんという形で処理をするということです。 

○委員（井上勝博）１回全部さらにしないと国

の助成は得られないと、そういうことなんですか。

管理型の最終処分場に持っていくのでも、例えば

もっとさらに、密閉型じゃなくて、何だっけ、下

をコンクリートで固めたようなやつとかあります

よね。そういったところに持っていかなくちゃい

けないということなのか。国の助成との関係で、

全部、とりあえず１回からにせんないかんという

ことなのか。つまり、セメント資源化できないも

ののごみっていうのを、１００のうち１０ができ

たら、１０を他の管理型に持っていくって言われ

るもんだから、普通考えれば、他に持っていかな

くてもいいんじゃないかと思うんです。ほかに持

っていかなくてもいいんじゃないかと。 

○市民福祉部長（春田修一）この分につきまし

ては、５年間の延命が図られないと交付金の対象

にならないというようなふうになっております。 

 私どもも、今、井上委員がおっしゃいますよう

に、場内にある部分を掘って、セメント資源化、

残った部分を場内のどこかに置けばいいんじゃな

いかというような考え方もしたんですが、置くこ

とによってまたそこの部分をふるいにかけないか

んというような、二重投資みたいな形になってま

いりますので、そこを考えたときに、掘り返した

分について、セメント資源化する分についてはセ

メント資源化をし、できないような残った部分に

ついては、他の管理型処分場のほうに持っていっ

たほうがどうかというようなことで考えてるとこ

ろでございます。 

○委員（井上勝博）こういうふうに掘り返して、

資源化できるものは資源化するという技術が出て

きたということによって、これを、うまくいけば、

可能性としては今問題になってる、あちこちにま

だ放置されている処分場についても解決のめどが

立ってくるということになってくるんですか。い

わば樋脇にも、湯之牟礼だとか何だとかって、い

わば昔のまんまの処分場に放置されている状態が

ありますよね。前回か前々回ぐらいに、委員会の

中で危険な状態があるという報告もされているわ

けですけれども。そういうものもこういう技術で

もって、安全にすることが可能になってくるんで

すか。 

○市民福祉部長（春田修一）今回の分につきま

しては、再生事業の交付金が入ってくるのは、延

命化を図って、再度そこの施設を使うというのが

前提条件でございます。 

 そのようなことで、今回は新たにつくるよりは、

平成１９年度の計画の中では、今の処分場の下の

ほうに新たに整備場をつくろうというような形で

計画をしておりましたが、その経費と比べたとき

に、再生事業のほうがかなり安くつくというよう

なこと等から、再度、その処分場を使うために再

生事業を取り入れるということでございます。 

 他の処分場で、旧町時代、合併前の部分の処分

場がございますが、そこの分については、現在、

安定化を図るために閉鎖するための調査等も入っ

ておりますので、その状況を見ながら閉鎖の部分

で走っていきたいと、再生事業ということではな

くて、その処分場の閉鎖基準になるような形での

対応をしていきたいということで考えているとこ

ろです。 

○委員長（江口是彦）ほかに御質疑ありません

か。 

○委員（中島由美子）花いっぱいまちづくりの

件で、薩摩川内市内に本当に花がたくさんあった

らいいなと思うんですが、植える花の種類につい

ては、地域の特性に合った花植えを推奨しますと

いうことで、それぞれの地域に任されるんだと思

うんですが、せっかくこうやってマスコットキャ

ラクターがカノッコちゃんですよね。ということ

は、薩摩川内市の花もカノコユリなので、カノコ

ユリをまたこっちに持ってくるっていうのはなか

なか難しいと、たしか聞いたこともあるんですが、

そうであっても、何かカノコユリにちなんで、ユ

リをそれなりに、まんべんなくっていうのかな、

市の花っていうことで植えていくような考えはな

いのかなと。 

 鹿児島市内が、とっても花がきれいなんですが、

たしか、ちょっとうろ覚えなんですけど、やっぱ

り秋植えの花、春植えの花で、何かポピーの花が

結構、春かな。鹿児島市内全域に植えてあるなっ

ていうイメージがあるんです。何か一つの花がと

にかく中心に植えてある感じがあるんですけど、

そんな考えはないのかなと思うんですが、いかが

ですか。 

○環境課長（寺園良介）花の種類につきまして
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は、そこまで具体的にまだ決めてないというとこ

ろで。今おっしゃるとおり、カノコユリ、本当、

今回１１９名応募していただいたんです。カノコ

ユリに関する作品が非常に多かったです。やはり

市の花っていうのがカノコユリであるというイメ

ージが、中学生レベルでかなり浸透してるんだっ

ていう印象は受けました。 

 ただ、おっしゃるとおり、カノコユリはなんか

根づかせるのはかなり難しいというお話もござい

ますので、それにかわるような、市内統一できる

ような花があればよろしいんですけど、我々はち

ょっと花は素人で、今からそういうお話を、今回、

４月に募集するアドバイザーさんとか、そういう

方のお力もおかりしながら、そういうことができ

たらいいなというふうには考えているとこではご

ざいます。今のところは、すみません。まだ白紙

でございます。 

○委員（中島由美子）ちなみに、大変古い話で

すけど、鹿児島県で国体がありましたとき、昭和

４６年かな、７年ですか。あのとき小学生だった

んですが、カンナを小学校、中学校、全市的に植

えた覚えがあるんです。赤いカンナ、黄色いカン

ナっていうので、その名残がところどころまだ残

ってるかなと思いまして、やっぱりある程度統一

感っていうのかな、薩摩川内市に来ると、このユ

リの花がきれいだねっていうようなイメージを持

ってもらえるっていうのも大事なのかなと思いま

すので、検討してください。 

 以上です。 

○委員長（江口是彦）ほかにございませんか。 

○委員（井上勝博）クリーンセンターの基幹的

設備改良事業については、ＤＢＯ方式の可能性の

調査もするんだというお話なんですが、今の環境

センターについてもＤＢＯ方式で、管理まで含め

てやるんだと。あと、クリーンセンターについて

も、いわば今の施設はそのままにしながら、延命

化をしながら、管理も任せるということを検討す

ると、こういうことなんですか。 

○環境課長（寺園良介）おっしゃるとおりでご

ざいます。最終的にアウトソーシングという形で、

全てを民間に委託をしていきたいというふうに書

いて、スケジュールの一番下の、全ての業務につ

いて長期包括委託を、平成３１年、年度途中から

になるかもしれませんけども、計画としてはこう

いう形で進めていきたいということでございます。 

○委員長（江口是彦）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員から質疑はありませんか。 

○議員（森満 晃）すみません。ＰＭ２.５につ

いて、実際人に対しての害というか、症状はどう

いったものがあるのか、教えてください。 

○環境課長（寺園良介）環境基準が非常に幅が

あるっていうのを、見てわかられると思うんです。

１５マイクログラムパー立米、１年平均です。１

日平均が３５マイクログラムパー立米。ところが、

国の暫定指針が７０マイクログラムということで、

いわば１日の平均値の２倍という暫定基準を持っ

てきてるんです。有識者会議の中でも、実際、ど

のような人の健康に影響を与えるのかっていう、

医学的知見っていうんですか、それがまだなかな

かそろってないという状況がある。各国の状況を

比較検討しながら、７０であれば大丈夫かなとい

う形で決めてありまして、普通言われているのは、

粒径、粒の径が小さい、肺の奥まで入りやすいと。

ですから、肺がん、それから呼吸器系、それから

循環器系、こういうものまで影響が心配されてい

るということは言われてますけども、具体的にＰ

Ｍ２.５でどうのこうのというのは、まだ実例とし

て確認はされてない。 

 ＰＭ２.５は、ここにたばこをお吸いの方はいら

っしゃらないかもしれませんけども、たばこの煙

の中にもＰＭ２.５程度のものはたくさん入ってい

るということですので。喫煙室の濃度ちゅうのは

非常に高い濃度であるということも言われており

ますので、環境課ですから、規制する方向で。 

○委員長（江口是彦）よろしいでしょうか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑は尽きたと認めます。 

 以上で、環境課及び川内クリーンセンターの審

査を終わります。 

 ここで休憩して、退職者の挨拶をお願いいたし

ます。 

         ～～～～～～～～～～ 

          午前１１時３６分休憩 

          ～～～～～～～～～～ 

          午前１１時４０分開議 

          ～～～～～～～～～～ 
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○委員長（江口是彦）引き続き会議を開きます。 

────────────── 

△市民課の審査 

○委員長（江口是彦）次に、市民課の審査を行

います。 

────────────── 

△議案第３７号 平成２６年度薩摩川内市

一般会計予算 

○委員長（江口是彦）先ほど審査を一時中止し

ておりました議案第３７号平成２６年度薩摩川内

市一般会計予算を議題とします。 

 まず、市民福祉部長に概要説明を求めます。 

○市民福祉部長（春田修一）それでは、続きま

して、市民課の概要について御説明させていただ

きたいと思います。 

 市民課につきましては、現在、３月下旬から４

月上旬にかけて、転入・転出等の繁忙期に係りま

す業務の準備に取りかかっているところでござい

ます。 

 また、昨年３月の９日でございましたが、住民

票等のコンビニ交付もスタートさせまして、１年

を経過したところでございますが、私どもとしま

しては、順調に進んできてるのではないかなとい

うふうに考えております。 

 また、委員会資料の中でも、今回、１年間の動

きという形で数字等も報告させていただきたいと

思っております。 

 それでは、市民課の当初予算の関係でございま

すが、新規及び拡充したもの等については特にご

ざいませんが、今年度は戸籍情報、証明発行、コ

ンビニ交付システムの更新を予定してるところで

ございます。これが主な業務となろうかと思って

おります。 

 以上、市民課の当初予算概要の説明を終わりま

すが、予算の詳細につきましては、この後、市民

課長のほうが説明をさせていただきたいと思いま

す。 

○委員長（江口是彦）引き続き、当局に補足説

明を求めます。 

○市民課長（榊 順一）市民課でございます。

それでは、議案第３７号平成２６年度薩摩川内市

一般会計予算市民課分について御説明申し上げま

す。 

 まず、歳出から御説明いたしますので、予算調

書の１０７ページをお開きください。 

 上段に記載しています事項市民政策調整費から

でございます。人件費及び市民福祉部の全体に係

る経費１億１１１万５,０００円で、主なものは、

行政事務嘱託員４種、電話交換・総合案内業務の

嘱託員でございます５人。それから、この事項で

所管する職員６人に係る経費でございます。また、

臨時職員雇上料につきましては、部内の臨時職員

に係る経費でございます。 

 次に、下段の市民相談事務費でございます。市

民相談及び消費生活相談、人権相談に係る経費８

７８万３,０００円で、主なものは、消費生活相談

員３人に係る経費、人権対策事業審議会委員１３

人に係る経費で、これは、人権問題に関する事項

を調査・審議する事務を担任するものでございま

す。 

 無料法律相談業務委託につきましては、県弁護

士会に委託する無料法律相談でございます。 

 川内人権擁護委員協議会負担金は、鹿児島地方

法務局川内支局管内の４市２町の人権擁護委員で

組織する協議会へ人権擁護活動等に要する経費を

負担するものでございます。 

 また、鹿児島県各市の消費生活相談員連絡協議

会負担金等でございますが、県内の消費生活相談

員が組織をする連絡協議会の負担金や、消費生活

相談の研修会等に係る受講負担金となっておりま

す。 

 次に、１０８ページをお開きください。 

上段、事項交通災害共済事業費は、交通災害共

済事業に係る経費１,４８９万２,０００円で、こ

の事業は、鹿児島県市町村総合事務組合に加入し、

事務組合において運営されているもので、主なも

のは、鹿児島県市町村交通災害共済給付事業負担

金で、納付された交通災害共済掛金を負担金とし

て事務組合に支払っているものでございます。 

 同じく、下段の戸籍住民基本台帳費は、戸籍住

民基本台帳事務等に係る経費２億２,５４８万３,

０００円で、主なものは、行政事務嘱託員１種１

５人、これは、中央公民館にあります市民サービ

スコーナー業務２人、それから、本庁・支所の住

民票等交付業務１２名、それと下甑にあります定

時巡回移動連絡車の乗務業務ということで、１名

でございます。 

 一般職２６名は、戸籍住民基本台帳事務に従事
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する職員に係る経費でございます。 

 戸籍情報システム機器保守委託等でございます

が、主なものは、戸籍情報システムの運用に係る

経費となっております。 

 鹿児島地方法務局川内支局管内戸籍住民基本台

帳事務協議会負担金は、川内支局管内の４市２町

で構成する協議会への運営負担金でございます。 

 九州連合戸籍住民基本台帳事務協議会総会負担

金は、この総会に参加するための負担金となって

おります。 

 次に、１０９ページをお開きください。 

事項住民基本台帳ネットワークシステム事業費

です。これは、証明書等のコンビニ交付業務、そ

れから、住民基本台帳ネットワークシステム等に

係る経費３,０６０万９,０００円で、主なものは、

住基ネットワーク及びコンビニ交付関連機器の運

用に係る経費や、コンビニ交付委託手数料で、コ

ンビニ交付運営負担金は、コンビニ交付における

証明書交付センターの運営に係る加入市町村の負

担金となっております。 

 次に、歳入について申し上げますので、予算調

書の２０ページをお開きください。主なものにつ

いて御説明申し上げます。 

 １４款２項１目総務手数料４,５９８万円は、本

庁及び支所等の窓口、コンビニで交付する戸籍謄

本や住民票等の交付手数料でございます。 

 １５款３項１目国庫委託金、戸籍住民基本台帳

費委託金１８万９,０００円は、中長期在留外国人

に対する住居地届出等の事務委託金でございます。 

 １６款２項１目県補助金、総務管理費補助金８

７万５,０００円は、県の消費者行政活性化事業補

助金となっております。 

 １６款３項１目県委託金、総務費委託金１７万

７,０００円は、地域人権啓発活動活性化事業委託

金でございます。戸籍住民基本台帳費委託金は、

人口動態事務委託金と公的個人認証事務委託金と

なっております。 

 １７款１項２目財産運用収入、利子及び配当金

５万５,０００円は、医療福祉対策基金の利子とな

っております。 

 ２１款５項４目雑入１,６３５万６,０００円の

主なものは、県市町村交通災害共済会費収入とな

っております。 

 以上で、市民課に係る説明を終ります。よろし

く御審査賜りますようお願いいたします。 

○委員長（江口是彦）ただいま、当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はないと認めます。 

次に、委員外議員から質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はないと認めます。 

 ここで議案第３７号に係る審査を一時中止しま

す。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（江口是彦）次に、所管事務調査に入

ります。当局に説明を求めます。 

○市民課長（榊 順一）それでは、市民福祉委

員会資料本編の４ページをお開きください。 

 先ほど部長からも話がありましたように、住民

票等のコンビニ交付につきましては、運用開始後

１年経過となりましたので、その利用状況等につ

いて御説明を申し上げます。 

 まず、１の各事業者のサービス開始時期は、こ

こに記載したとおりでございますが、平成２５年

３月のセブンイレブンを皮切りに、１２月のファ

ミリーマートで、大手４コンビニ事業者が参入い

たしました。また、市内店舗数は、現在、４０店

舗となっており、さらに出店が予定されているよ

うでございます。 

 なお、サークルＫサンクスは、昨年１０月ごろ

からローソンへ移行しておりまして、本市では現

在三つのコンビニ事業者により運用をされている

ところでございます。 

 ２番目の利用状況でございますが、２月末日現

在、全体で５,１８１枚の発行となっており、住民

票と印鑑登録証明書の交付が９割近くを占めてお

ります。１月、２月の発行枚数がふえていること

から、１２月末の自動交付機等の撤去後、コンビ

ニ交付へ移行が進んでいることが、この表でうか

がえるところでございます。 

 自動交付機等撤去後の住基カードの窓口利用者

につきましては、丁寧な説明対応や総合支援型窓

口システム、あるいは基幹システムＡｃｒｏｃｉ

ｔｙを使って申請書を作成いたしまして、お客様

の負担の軽減に努めているところでございます。 
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 次に、資料は５ページになります。ここでは、

平日、市役所の業務時間及び休日等市役所の業務

時間以外、朝の６時半から８時半、それから１７

時１５分から２３時まで、土曜、日曜、祝祭日が

休日等でございますけれども。この交付の割合を

調べて見ましたら、平日が５３％、休日等が 

４７％となっており、時間や曜日に関係なく、い

つでもどこでも利用されている状況となっており

ます。 

 それから、交付手数料の収入状況でございます。

一番下の表になりますが、証明書手数料の４分の

１が市の収入へ、４分の３がコンビニ事業者の収

入となっております。 

 このように、運用開始１年を経過いたしました

が、この間もコンビニ交付の概要、利用のお願い、

住基カード普及推進等の広報等を行っております

が、まだまだ隅々まで浸透していないというのが

現状と考えております。 

 現在、取得できる場所、コンビニもふえて、利

用枚数も徐々に増加をしておりますが、利便性や

利用方法等周知に力を入れ、住基カードの取得を

呼びかけながら、さらなる利用向上に努めてまい

りたいと考えております。 

 以上で説明を終ります。 

○委員長（江口是彦）ただいま説明がありまし

たが、これを含めて所管事務全般について質疑に

入ります。御質疑願います。 

○委員（新原春二）コンビニ交付がかなりふえ

てきておりますが、現在の住基カードの発行枚数

はどんな状況で進捗しているのかをまず１点。 

 もう一点は、鹿児島市がコンビニ交付を最近行

っていますが、薩摩川内市の方が鹿児島市でやっ

ておられる部分がどういうふうになっているのか。

薩摩川内市だけなのか、あるいは鹿児島市でも発

行ができるのかどうか、そこら辺はどうですか。 

○市民課長（榊 順一）まず１点目の住基カー

ドの交付状況でございますけれども、平成２４年

度末で２万２,０４０枚というふうになっておりま

した。現在、２月末現在で、２万３,７４４枚とい

うことでございます。年度末で考えますと、平成

２５年度が大体１,９００枚ぐらいの交付になるん

じゃないかということで、あと２００枚程度はふ

えるんじゃないかなというふうに考えております。 

 また、これは交付を通してきた枚数でございま

すけど、実際に今有効してる枚数、死亡者とかい

ろいろそういった方を除いたのも、２万枚を現在

超えておりますので、２０％以上の取得というこ

とになっております。 

 また、２番目のコンビニがどこでもとれるのか

というような御質問になろうかと思いますが、現

在、もちろん市内での利用がほとんど多いんです

けれども、最近では、県内それから全国各地で取

得をされてる状況でございます。ですから、逆に

鹿児島市もことし１月から始まりましたけれども、

もちろん川内のほうでもとってらっしゃる方もい

らっしゃるというふうに聞いておりますので、全

国津々浦々、コンビニがあるところではどこでも

取れますので、そういう状況でございます。 

○委員長（江口是彦）よろしいでしょうか。 

○委員（今塩屋裕一）非常に住基カードで普及

できれば便利だなと。私もとらしてもらったんで

すけど。一つ気になった点が、機械も新しいし、

住基カードを乗せてＩＣチップで反応すると思う

んですけど、印刷するまでの時間がかかって、結

構時間がかかったんですけど、これは例えば機械

の性能とか、やっぱりコインを入れてのコインタ

イマーの反応とかもあるんですけど、機械の性能

がこれから進化していけば、また市も財政的にお

金を入れていくんでしょうか。機械の新しい買い

かえとか、そういう対応っていうか、新しいのに

なってたっら、また市も予算を出して取りかえに、

コンビニに、そうやって提供というか、していく

んでしょうか。今後の流れとしてお聞かせくださ

い。 

○市民課長（榊 順一）コンビニ交付につきま

しては、市が負担する分につきましては、先ほど

予算で若干説明をしましたけれども、運営負担金

と、それから１枚当たり現在１２０円ですが、そ

の交付手数料になります。 

 今おっしゃったように、コンビニに置いてあり

ますコピー機につきましては、コンビニ事業者が

全て準備をする関係で、市のほうは一切そういっ

た負担はございません。ですから、今後またバー

ジョンアップされるような機器が設置されるので

あれば、事業者のほうで対応されるということに

なります。 

 ただ、今おっしゃったように、確かに印刷まで

に時間が四、五分、通常でしたら短いようなんで
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すけど、待っていらっしゃる方にはちょっと時間

がというようなこともありますが。結局、ＬＧＷ

ＡＮという回線を使ってデータをとっております

ので、ＬＧＷＡＮの回線の大小によっても若干速

度が変わってくるというふうに聞いております。

ですから、そういったところが改善されればもっ

と速くなるんじゃないかなと思います。 

 以上です。 

○委員長（江口是彦）ほかに御質疑ありません

か。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑が尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員から質疑ありませんか。 

○議員（持原秀行）コンビニ交付、非常にあり

がたいことだと思っていますが、甑島のほうには

コンビニがないという形で、江口さんがおられる

下甑には特にないということで、下甑の移動の連

絡車が配備されていると思うんですが、これらの

年間の実績、どういったような流れになっている

のか、稼働日数とか、ちょっと教えてください。 

○市民課長（榊 順一）それでは、今御質問の

ありました下甑の移動連絡車の実績でございます

けれども、一応コースがそれぞれ分かれておりま

して、内川内、長浜、青瀬、瀬々野浦というよう

なコースができております。これを交互に回って

いるわけですけれども。現在、平成２５年度でい

いますと、２月までの実績が、交付枚数が３４３

枚ということになっております。内訳を言います

と、内川内が３枚、それから長浜が２３３枚、青

瀬が２５枚、瀬々野浦が８２枚というような実績

で、大体これが毎年度同数ぐらいで推移している

というふうに考えております。 

 これは、巡回の車にそういった証明発行の機器

を載せまして、公共施設、公民館、コミセン等の

横につきまして、そこで鍵を生成しまして、電波

もらって、そこで発行すると。中に職員がおりま

すので、その職員が交付をするというようなこと

になっております。 

 巡回につきましては、午前・午後、時間を決め

まして、それと曜日ごとに、例えば月曜日の午前

は長浜コース、午後は青瀬コースとか、こういっ

た形で巡回をしております。 

 以上です。 

○議員（持原秀行）さっき言われた交付枚数、

年間ですよね、年間。これが将来的にもずっと続

けられる計画でされてるのか、ここだけちょっと

教えてください。 

○市民課長（榊 順一）現在のところは継続し

て続けていくこととしております。というのが、

結局、コンビニとか例えば支所とかに出てこれな

い方々のためにこういった巡回を始めております

ので、そういったことを考えて、隅々までサービ

スが行き届くような形で続けてまいりたいという

ふうに思います。 

 ただ、今、今後につきましては、例えば本土の

ほうにおきましても、やはりコンビニのない地域

とかありますので、逆にそういった地域のことを

考えて、こういった巡回自動車っていうのか効果

があれば、考えていかなきゃならないというふう

にも考えているところです。 

○委員長（江口是彦）よろしいでしょうか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑は尽きたと認めます。 

 以上で、市民課の審査を終わります。御苦労さ

までした。 

 ここで、休憩いたします。再開はおおむね午後

１時とします。 

         ～～～～～～～～～ 

         午後０時 ２分休憩 

         ～～～～～～～～～ 

         午後０時５８分開議 

         ～～～～～～～～～ 

○委員長（江口是彦）全員おそろいのようです

ので、休憩前に引き続き会議を開きます。 

────────────── 

△市民健康課の審査 

○委員長（江口是彦）市民健康課の審査を行い

ます。 

────────────── 

△議案第３１号 薩摩川内市国民健康保険

診療施設条例の一部を改正する条例の制定

について 

○委員長（江口是彦）議案第３１号薩摩川内市

国民健康保険診療施設条例の一部を改正する条例

の制定についてを議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○市民健康課長（宍野克己）議案第３１号薩摩

川内市国民健康保険診療施設条例の一部を改正す
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る条例の制定について、概要を御説明申し上げま

す。 

 上程する議案は、別冊の議案その１の３１の１

ページでございます。 

 提案理由につきましては、診療報酬の改定に伴

う規定の整備を図ろうとするものでございます。 

 次の３１の２ページをお願いいたします。改正

内容についてでありますが、診療報酬の算定方法

につきましては、国により２年ごとに見直しが行

われるため、条例中の第６条第２項第１号に規定

しております厚生労働省告示の年及び告示番号を

改正するものであります。 

 なお、今月、３月の５日に告示をされまして、

告示番号が空欄となっておりましたところが、第

５７号ということになりましたので、よろしくお

願いいたします。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審議方お

願い申し上げます。 

○委員長（江口是彦）ただいま、当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

○委員（井上勝博）今回の診療報酬の改定につ

いては、消費税増税との関係ということになるわ

けなんですか。 

○市民健康課長（宍野克己）委員御指摘のとお

り、消費税を含めた改定ということでございまし

て、少し内容を説明申し上げますと、全体の改定

率は０.１％ということでございますが、うち消費

税分につきましては、１.３６％ということでござ

いまして、全体的には薬価の改定がマイナスの０.

５８ということで、全体を通して０.１と。消費税

分につきましては、うちで１.３６％はみてあると

いうことでございます。 

○委員（井上勝博）消費税については、それが

医療機関においては、それを患者からもらえない

ということで、今までもその分については大変だ、

経営が大変になってきているというふうに聞いて

たんですが、その関係で解消されるような報酬額

の引き上げということになってるんでしょうか。 

○市民健康課長（宍野克己）国におきましては、

そういうことで、今回の改定があったと認識して

おります。 

○委員長（江口是彦）ほかに御質疑ありません

か。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員による質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はないものと認めま

す。 

 これより、討論・採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）討論はないと認めます。 

 これより、採決を行います。本案を原案のとお

り可決すべきものと認めることに御異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）御異議ないと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

────────────── 

△議案第３７号 平成２６年度薩摩川内市

一般会計予算 

○委員長（江口是彦）次に、審査を一時中止し

ておりました議案第３７号平成２６年度薩摩川内

市一般会計予算を議題とします。 

 まず、部長に概要説明を求めます。 

○市民福祉部長（春田修一）それでは、市民健

康課の当初予算の概要について御説明させていた

だきます。 

 私の説明は、午前中も申しましたが、市民福祉

委員会資料の本編で御説明させていただきたいと

思います。 

 ２ページをお開きいただきたいと思いますが、

真ん中ほどの野菜１日３５０ｇ両手いっぱい運動、

これは仮称でございますが─につきましては、

新規事業となるところでございまして、予算額は

大きくございませんが、生活習慣病予防対策とし

てパンフレット等を作成しながら、既存の健康教

室あるいはイベント等とタイアップしながら普及

啓発を図っていきたいと考えているものでござい

ます。 

 次の残薬整理事業支援事業につきましても、新

規事業でございますが、薬物治療における重複処

方や飲み忘れ等で生じた残薬の整理のため、川内

薬剤師会が取り組む残薬整理事業を支援する補助

制度でございます。 
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 その下の風しん予防接種等助成事業につきまし

ては、昨年流行し、既定予算内で予防接種助成制

度を設けて、実績として６５５人に助成を行った

ところでございます。９月１６日以降、患者の報

告はないところでございますが、国立感染症研究

所において、流行から二、三年は再流行のおそれ

があるというような報告もあったところでござい

ます。 

 このようなこともございまして、平成２６年度

当初予算におきましては、抗体検査と予防接種に

ついての助成制度を設けることとしたものでござ

います。 

 なお、抗体検査につきましては、午前中も申し

ましたが、国のほうが女性に対する及び結婚を希

望する女性に対する抗体検査の助成と、同居する

配偶者等につきましても対象としたものでござい

まして、本市の場合は単独事業でそれ以外の方に

ついても対象としたいという考え方を持ってると

ころでございます。 

 次に、特別会計でございます。 

 本編資料の１ページをごらんいただきたいと思

いますが、国民健康保険直営診療所特別会計にお

きましては、予算額は９億５,９２６万円でござい

まして、昨年度に比べまして約１,２３０万円の増

となっております。 

 これにつきましては、医療機器等あるいは医薬

品の購入等による医療費の増額等を予定したとこ

ろでございます。 

 以上、市民健康課の当初予算概要の説明を終わ

りますが、詳細につきましては、この後、市民健

康課長のほうで御説明をさせていただきたいと思

います。 

 以上でございます。 

○委員長（江口是彦）引き続き、当局に補足説

明を求めます。 

○市民健康課長（宍野克己）市民健康課に係る

一般会計の予算の歳出について御説明申し上げま

す。 

 歳出からお願いいたします。 

 平成２６年度薩摩川内市各会計予算書予算に関

する説明書の８３ページでございますが、内容に

つきましては、別冊の平成２６年度薩摩川内市各

会計予算調書の１２３ページをお開きいただきた

いと思います。 

 ４款衛生費１項保健衛生費１目保健衛生総務費

でございます。事項につきましては、保健衛生一

般管理費でございますが、一般職員の職員給与費、

救急歯科医療対策運営費、献血推進事務、その他

保健衛生一般管理に係る経費で、事業費は２億 

６,２２２万４,０００円をお願いしたものでござ

います。 

 経費の主な内容は、予防接種健康被害調査委員

会委員１１人名の報酬、本庁及び各支所の一般職

員３５名分の職員給与費、歯科医院休日当番事業

補助金７２万円でございます。 

 次に、下の段、事項予防接種事故救済措置費で

ございますが、予防接種法に基づく救済措置に係

る経費で、事業費は５９０万７,０００円をお願い

しております。経費の主な内容は、扶助費１人分

でございます。 

 続きまして、次に、１２４ページをお開きくだ

さい。事項診療所管理費の事業費は、１２０万 

１,０００円をお願いしております。川内地域に所

在する久見崎、寄田、高江、西方、湯田の５診療

所の管理及び運営に係る経費でございます。主な

経費は管理医への報償費であります。 

 次に、下の段、事項巡回診療事業費の総額は、

１０３万２,０００円でございます。県が事業主体

として実施していただいている甑島地域での眼科、

耳鼻咽喉科、皮膚科の巡回診療に係る経費を措置

しておりまして、主な経費としては、医師等の謝

金や県への事業負担金でございます。 

 次に、１２５ページをお開きください。事項保

健 対 策 推 進 事 業 費 の 事 業 費 は 、 ２ １ ２ 万 

３,０００円をお願いしております。 

 健康づくりの普及啓発を促進するための協議会

及び適切な食生活を実践するための食生活改善推

進員による活動等に係る経費であり、経費の主な

内容は、食生活改善推進員研修会出会謝金１２万

６，４００円であります。 

 次に、下の段、事項地域医療対策費の事業費は、

４億１,７６７万８,０００円をお願いしておりま

す。 

 経費の主な内容でございますが、在宅当番医制

の運営委託など、一次救急及び救急医療施設等運

営補助金など二次救急医療体制の維持、充実を図

る施策のほか、医師確保対策関係事業として、甑

島地域医療従事者等奨学資金貸与金のほか、国民
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健康保険直営診療施設勘定特別会計への繰出金を

お願いしております。 

 次に、１２６ページをお開きください。４款１

項２目保健センター管理費でございますが、事項

ですこやかふれあいプラザ管理費の事業費は、１,

３３３万円をお願いしております。 

 内容は、すこやかふれあいプラザ―保健セン

ターでございますが、の維持管理に係る経費でご

ざいます。 

 経費の主な内容は、すこやかふれあいプラザ管

理人３人分の報酬、館内清掃業務委託など４６０

万６,０００円が主なものでございます。 

 続きまして、下の段でございますが、事項保健

センター管理費の事業費は、 １ ,５７４万 

５,０００円をお願いしております。樋脇、入来、

東郷、祁答院、上甑の保健センター及び下甑健康

管理センターの維持管理に係る経費でございます。 

 経費の主な内容は、樋脇保健センター空調設備

点検委託など７３３万１,０００円、祁答院保健セ

ンター及び上甑保健センターの共同アンテナ維持

負担金７,０００円が主なものでございます。 

 次に、１２７ページをお開きください。４款１

項３目保健指導費でございます。事項保健指導費

の事業費は、８３１万４,０００円をお願いしてお

ります。保健事業に係る健康管理システム及び保

健指導等の向上に係る研修、いきいき健康さつま

せんだい計画策定の経費でございます。 

 経費の主な内訳は、健康管理システム保守管理

委託等に３４９万１,０００円、健康管理システム

賃借料４３７万５,０００円が主なものでございま

す。 

 次に、下の段、事項母子保健事業費の事業費は、

１億４,９９０万１,０００円をお願いしておりま

す。３カ月児から４カ月児の健康診査を初めとす

る各種母子保健事業に係る経費でございます。 

 経費の主な内容は、健康診査等医師及び歯科医

師の報酬２０４人分、妊婦・乳幼児健診委託等 

９,３９８万円８,０００円、不妊・不育治療費助

成事業１,２００万円、甑地域妊婦健康診査旅費等

の助成事業１２３万７,０００円。それから、妊婦

健康診査補助金が主なものでございます。 

 次に、１２８ページをお開きください。事項健

康増進事業費の事業費は、１億３ ,７４２万 

５,０００円をお願いしております。がん検診を初

めとする各種検診等に係る経費でございます。 

 経費の主な内容は、行政事務嘱託員１人分の報

酬、がん検診等の委託１億２,４１７万６,０００

円が主なものであります。 

 次に、下の段でございますが、４款１項４目予

防費でございます。事項感染症等予防費の事業費

は２億４,７１４万６,０００円をお願いしており

ます。麻疹や風疹を初めとする各種感染症の予防

のための予防接種等に係る経費でございます。 

 経費の主な内容は、看護師業務嘱託員２名の報

酬、麻疹・風疹混合ワクチン、ポリオ等ワクチン

の購入等１億１,９２１万３,０００円、麻疹・風

疹混合予防接種等委託１億１,９９８万７,０００

円と、昨年流行しました風疹についての、今後も

流行の可能性があるということから、補助金 

１８０万円が主なものでございます。 

 以上で、市民健康課に係る一般会計予算の歳出

の説明を終わります。 

 次に、市民健康課に係る一般会計歳入の予算に

ついて御説明を申し上げます。 

 同じく、予算調書の２５ページをお開きくださ

い。 

 １３款衛生費負担金２項負担金２目衛生費負担

金でございますが、予算額１２５万円であります。

権限委譲による未熟児養育医療負担金。これ、受

益者の負担でございます。 

 １４款使用料及び手数料１項使用料３目衛生使

用料、予算額６３万８,０００円であります。すこ

やかふれあいプラザ及び樋脇保健センターの施設

使用料並びに電柱・自動販売機等の行政財産使用

料でございます。 

 次に、１５款国庫支出金２項国庫補助金３目衛

生費補助金でございますが、予算額３７７万 

７,０００円であります。これは、女性特有のがん

である乳がん、子宮がん及び大腸がんの検診に係

る疾病予防対策事業費等補助金でございます。 

 次に、１６款県支出金１項県負担金２目衛生費

負担金でございます。予算額 １ ,１０６万 

２,０００円でございます。これは、未熟児養育医

療費の県の負担金でございます。 

 次に、１６款県支出金２項県補助金３目衛生費

補助金でございます。予算額 １ ,５６２万 

５,０００円でございます。これは、離島地域不妊

治療支援事業費補助金、予防接種健康被害調査委
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員会補助金、予防接種事故救済補助金、糖尿病や

高血圧等の健康教育、骨粗しょう症・肝炎ウイル

ス・歯周疾患等の健康被害などに対する健康増進

事業費補助金、離島地域出産支援事業補助金、共

同利用型病院運営事業補助金、鹿児島県地域振興

推進事業補助金でございます。 

 次に、１６款諸収入３項県委託金３目衛生費委

託金、予算額２１万５,０００円でございます。理

学療法士等の免許申請・更新等、権限委譲事務の

委託金でございます。 

 次に、２１款諸収入５項雑入４目雑入でござい

ますが、予算額は７万円であります。これは、コ

ピー代実費収入、私用電話料、樋脇保健センター

等の光熱水費等実費収入、すこやかふれあいプラ

ザの電気・水道料実費収入でございます。 

 次に、債務負担行為について、説明をいたしま

す。 

 恐れ入りますが、各会計予算書予算に関する説

明書の８ページをお開きいただきたいと思います。 

 第２表の債務負担行為、一番下の甑島地域医療

従事者等奨学資金貸与事業は、医師１名、看護師

等１名の計２名分の平成３７年度までの債務負担

行為を設定させていただいております。 

 以上で、市民健康課に係る一般会計歳入予算の

説明を終わります。よろしく御審議賜りますよう

お願い申し上げます。 

○委員長（江口是彦）ただいま、当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

○委員（井上勝博）１２５ページの病院群輪番

制のことなんですが、これは、意見交換会のとき

に出されたもので、どこに言えばいいんだろうか

といろいろ考えてたんですが、ここでこの輪番制

のことが出ていたもんですから、お尋ねしたいと

思います。 

 休日や祭日の場合に、病院が休んでるときに、

当番病院というところで、そこにけがをしたとき

には救急車で連れて行くということになってるん

だと思うんですが。ある方が骨折したんだけれど

も、その病院では治療できなかったがために、結

局休み明けにほかの病院に行って、非常に治療期

間が長くなってしまったと。すぐに処置してもら

えなかったということがあったんですが、そうい

った治療できなかった場合、処置できなかった場

合に、ほかの治療できる病院に、例えば市外でも

連れて行けばよかったのではないかという声が出

てるわけです。その辺については、この当番の病

院が治療できなかった場合、処置できなかった場

合にどうするかっていう、そういうルールとか、

そういうのはないんでしょうか。 

○市民健康課長（宍野克己）ルールがあるかと

いう御質問ですが、適正なルールというのはない

ということなんですけど、搬送されるときに、救

急で来ますので、そこでできないということであ

れば、鹿児島市に搬送、普通はするんだと思うん

ですけど。委員がおっしゃった、診れないから翌

日来たというのは、私どもはちょっと、その辺の

話はちょっと聞いてないもんですから、またちょ

っと詳しく、そういった事例があるんであれば、

調査をさせていただきたいと思います。 

○委員（井上勝博）発言された方は、そのこと

で物すごく怒りをあらわにされていて、消防職員

に対する怒りなんです。連れて行って処置できな

かったってことで。だけど、よく考えてみたら、

病院で処置できないということであれば、病院の

ほうで何かしなくちゃいけなかったのかなという

ふうに思うわけで、詳しいことはまた個別にお話

して、調べていただきたいと思います。 

○委員長（江口是彦）ほかに。 

○委員（中島由美子）周産期医療等運営補助金

で、今回、産婦人科医が一つなくなったわけなん

ですけど、それに対して、今回、済生会病院です

か─を中心にされるということなので、そのあ

たりをもう少し詳しく教えてください。やっぱり

大変な状況、ちょっと心配な声も聞こえてきてて、

どんなふうになるのかなってちょっと思ってるも

んですから、教えてください。 

○市民健康課長（宍野克己）委員の御指摘のと

おり、済生会の病院のほうに周産期の補助金とい

うことで、１,０００万を例年やっているわけでご

ざいますが、今回、済生会の助産師が四、五名、

一緒にやめたということと、それから市内の産科

の病院が閉院したということで、そちらからの、

言えば患者じゃないんですけど、妊婦が回ってき

たということで、現場の医師が１人ということで、

かなり疲弊した状況の説明がございました。この

ままの状態でいくと、自分も潰れるというような

話から、もし済生会が潰れるようなことになると
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もう大変なことになるということで、市のほうに

も適切な、何らかの手立てというか、そういった

ののお願いというのもございました。 

 以上です。 

○委員（中島由美子）やはり産科が一つなくな

るということは、一応少子化ではあるわけですけ

れども、それなりの方々がやっぱり川内で産んで

おられるわけですから、とっても不安かなと思う

んですけど、医師を確保するとか、閉院されたと

ころの後も何か決まってないような、そのままな

くなるのかなっていう感じの声も聞くんですけど、

何かいい話はないんですか。ひとつ何とかもとに

戻っていくというようなことにはならないんです

か。要望っていうか、なんですけど、ちょっと不

安を払拭してもらえたらなって思います。 

○市民福祉部長（春田修一）今委員がおっしゃ

る部分につきましては、私たちも同じ思いなんで

すが、ただ、いかんせん小児・産科というのは非

常に採算性が厳しいというような状況等がござい

まして、先ほど課長が言ったように、済生会、周

産期を担っております済生会、救急医療を担って

おります済生会、非常に厳しい状況があるという

ふうに聞いております。 

 市としても、何らかの手がないのかということ

で、前回については麻酔医の問題等がございまし

て、麻酔医確保のために周産期医療という形で、

補助金を１,０００万ずつ出すようにしたところで

ございます。 

 ただ、現実的な話をしますと、それでもかなり

経費がかかっておりまして、他科からの診療報酬

を回しているというような状況があります。 

 助産師につきましても、１２月に閉められまし

た川原産婦人科のほうにもアポはされたみたいな

んですけど、出産があるとかいうようなこと等で、

なかなか確保ができなかったというような状況は

聞いています。 

 市のほうも県とちょっと、この助産師の話につ

きましては、県のほうとちょっと話を、保健所と

も話をしてるところでございまして、可能なのか

どうなのかわかりませんが、今、助産師を派遣す

る制度もあるように聞いております、新年度予算

で。 

 そういうことで、県のほうにもその部分で何と

か対応ができないだろうかというような要望等は

かけてるところでございますが、本県の場合は、

離島も含めているわけでございまして、種子島の

産婦人科医の不在とか、いろんな厳しい状況等も

あるところでございまして、なかなか本市のほう

にそれが来るのかどうかというのも見えないとこ

ろでございますが、市としましても、できるだけ

周産期あるいは小児科を守るという意味からも、

何らかの形で努力はしていきたいというふうに考

えているところでございます。 

 年間９４０人前後の方の出生がございますので、

母子手帳を取られる方含めますと、年間でやっぱ

りし１,０００名近いという状況がありますので、

一つなくなっただけで、単純にしましても、２５

０で均等に割った部分が、２５０が３カ所に７０

ぐらい行くわけですので、それだけ過重になると

いうような状況がありますので、できることは限

られてると思いますが、県とも連携をとりながら、

何らかの対策をとっていきたいというふうには考

えております。 

○委員（新原春二）１点だけ。予算的にはかな

り小さいんですけども、４款１項１目診療所管理

費の関係なんですが、旧川内地区の西方、湯田、

寄田、久見崎、高江、ここに先生方が往診に行か

れるんですよね。今、もう１００円バスがあった

りして、結構乗り手も多いちゅうふうに聞いてる

んですが、この実績はわかりますか。平成２５年

度、平成２４年度を教えてください。 

○市民福祉部長（春田修一）実績について、今

ちょっとしますが、ここの部分につきましては、

昨年の委員会の中でも若干触れさせていただきま

したが、１回当たり１０人の診療者数が切った場

合につきましては、１人１回というんですか、月

１回というような形で、ちょっと診療日を減らし

ているところでございます。 

 そういうことで、それは当然、地区コミの方々

ともお話をして、合意をとった上でやっておりま

す。 

 今委員がおっしゃいますように、だんだん減っ

ております。新規者数も、１年に１人あるかない

かというような状況がございます。かつバスで月

１回、月２回ですので、持って行ける薬とか、そ

ういう部分も決まっておりまして、行ったにして

も、また来ていただかないといけないというよう

な状態等もありますので、慢性的な部分で、もう
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絶えず変化のない部分については、医薬品等も持

って行けるんですが、それ以外の救急の分につい

ては難しくて、やっぱし市街地のほうに来ないと

いけないちゅう状況がございまして、昨年、ここ

の部分については全部月１回に削減をさせていた

だいているところでございます。 

○市民健康課長（宍野克己）実績ということで

ございますが、平成２４年度でございます。湯田

診療所では１３６人、西方が２２０人、寄田が２

６１人、久見崎が１０２人、高江が９８人という

ことで、合計８１７人でございまして、これを開

設の延べ回数で割りますと、１回当たりに８.５人

ということでございます。 

 ちなみに、平成２０年度の実績と比較しますと、

平成２０年度が、全体で１,３５４人ということで、

１回当たりの利用者が１１.２名ということでござ

いまして、ここ５年の間に、平均でも利用者数が

減ってきているというのが実態でございます。 

○委員（新原春二）なくしなさいちゅうことじ

ゃなくて、やっぱり必要があれば当然していただ

きたいんですけども、先生方も忙しそうにしてら

っしゃって、月１回行っても誰もおらんかったと

か、１人、２人やったとかいうちゅうのは、かな

り消耗しなんねと思うて、思うもんですから、そ

こら辺をまた、地元のコミ協等ともいろいろ協議

をされて、また医師会とも協議をされて善処して

いただきたいなと思います。 

 以上です。 

○委員長（江口是彦）ほかに御質疑ありません

か。 

○委員（井上勝博）健康増進事業っていうのは

いいんですよね、こっちでやってるというので。

それで、予算外でもよかったんですけども、この

健康増進事業ということで、保健師さんたちが、

やっぱり現場の、市民の健康を守るという点で非

常に大事な事業だと思うんですけれども、保健師

さんの集約ちゅうのがありましたが、実際に現場

に行けるような状況ちゅうのがあるのかどうか。

そういったところの状況っていうのはどうなって

るんですか。スキルアップのために集約されたと

いうことで、現場っていうか、樋脇の保健センタ

ーにいなくなったりとか、あちこちの地域にはい

られなくて集中されたわけですね。実際、現場の

ほうには足を運ばれるということは、当初はそう

いうふうに言われてたんだけども、それがちゃん

とできているのかどうかということについてはど

うでしょうか。 

○市民健康課長（宍野克己）実際の保健師から、

後もって、私が足りないところがあれば、あるか

もしれませんけど、資料のほうの、委員会資料の

ほうの保健師の配属というのが後もってちょっと

説明をする予定でおりましたけど。 

○委員長（江口是彦）後で、所管事務調査のと

ころで説明していただくということで。 

 ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑は尽きたと認めます。 

 委員外議員よる質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はないと認めます。 

 ここで、議案第３７号に係る審査を一時中止し

ます。 

────────────── 

△議案４９号 平成２６年度薩摩川内市国

民健康保険直営診療施設勘定特別会計予算 

○委員長（江口是彦）次に、議案第４９号平成

２６年度薩摩川内市国民健康保険直営診療施設勘

定特別会計予算を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○市民健康課長（宍野克己）議案第４９号平成

２６年度薩摩川内市国民健康保険直営診療施設勘

定特別会計予算について御説明をいたします。 

 今回は、従来の予算調書でなく市民福祉委員会

資料で説明をさせていただきますので、市民福祉

委員会資料の１２ページをお開きいただきたいと

思います。 

 表の下の歳出のほうから説明を申し上げます。 

 歳出の一番上、総務費でございますが、診療所

の管理運営に関する経費で、職員の人件費や施設

の維持補修費、医師の資質向上のための研究研修

の費用などでございます。 

 平成２６年度は、６億２７８万６,０００円で、

前年度比較で１９８万４,０００円の減額となって

おります。 

 人件費は２,７４９万２,０００円の増額でござ

いますが、昨年度、耐用年数の経過した医療事務

システムを更新するための費用を備品購入費とし

て３,０００万円ほど計上しておりましたが、本年
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度は事業が終了したことにより、総務費は総体で

減額となっております。 

 次に、医業費でございます。これは、医療機器

の更新費用や検査業務等の委託費用及び医薬品の

購入費用、入院患者の給食費用などでございます。 

 平成２６年度は３億３,８９４万１,０００円で、

前年度比較では１,４８９万９,０００円の増額と

なっております。 

 増額の主な要因は、医療用機械器具等の購入に

よる医業費の増額分が６７８万１,０００円、医薬

品の購入による医業費の増額分が６３３万 

２,０００円でございます。 

 次に、公債費でございます。これはいわゆる借

入金、起債の償還のための費用でございます。 

 平成２６年度が１,４５３万３,０００円で、前

年度比較では、６１万５,０００円の減額となって

おります。 

 次の予備費は、緊急的な対応のための費用で、

前年度と同額の３００万円を措置しております。 

 歳出の合計は、９億５,９２６万円となっており

ます。 

 次に、歳入でございますが、表の上側になりま

す。主なものを御説明いたします。 

 ま ず 、 診 療 収 入 で ご ざ い ま す が 、 ５ 億 

５,６６９万９,０００円を見込んでおります。前

年度比較では、３,１４８万９,０００円の増額と

しております。 

 次に、５行目の繰入金でございますが、３億 

９ ,２５７万８,０００円で、前年度比較では 

１,８７７万６,０００円の減額となっております。 

 内 訳 と し て は 、 国 保 事 業 か ら 繰 入 金 が 

３ ,８８４万７ ,０００円で、１ ,８８６万 

４,０００円の減額、一般会計からの繰入金が 

３億５,３７３万１,０００円で、８万８,０００円

の増額となっております。 

 平成２６年度の予算規模は９億５,９２６万円で、

前年度比較では１,２３０万の増額となっておりま

す。 

 次のページをお開きください。平成２６年度の

主な事業についての御説明でございます。 

 甑島の診療所において、医師及び看護師等の医

療従事者の確保が大きな課題となっておりますが、

資料の①から②のとおり、臨時医師や代診医を確

保する経費を、５９３万６,０００円、また③の長

浜診療所及び手打診療所の診療業務を支援する経

費として、８４０万を計上しております。 

 また、関連の事業として、「参考」にあります

ように、一般会計において、甑島地域における医

療福祉専門職を確保するため、医療従事者の資格

取得を目指す学生に奨学資金を貸与する甑島地域

医療従事者等奨学資金貸与事業などを措置してお

ります。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいた

します。 

○委員長（江口是彦）ただいま、当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。御質疑

願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はないものと認めま

す。 

 次に、委員外議員から質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はないものと認めま

す。 

 これより、討論・採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）討論はないと認めます。 

 これより、採決を行います。本案を原案のとお

り可決すべきものと認めることに御異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）御異議ないと認めます。

よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

────────────── 

   △所管事務調査 

○委員長（江口是彦）次に、所管事務調査に入

ります。 

 当局に説明を求めます。 

○市民健康課長（宍野克己）市民福祉委員会資

料の１４ページをお開きいただきたいと思います。 

 先ほども質問があった件でございますが、市民

健康課のグループの再編と統括的な保健師の配置

ということで、資料をつけてございます。 

 内容といたしまして、平成２０年度に医療制度

改革への対応ということで、１２課と各支所にま

たがっていた保健師を７課に集約するということ
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でございまして、それから５年を経過したという

ことで、今回、検証をいたしたところでございま

す。 

 その結果を少し書いてございますが、事業実績

で比較しますと、平成１９年度と比較しますと、

全体で「向上または維持」というのが全体の 

８６.２％を占めておりました。おおむねよかった

ということを自分たちの中では思っているわけで

ございますが、これを事業ごとにちょっと分析し

てみますと、先ほど委員のほうから御指摘のあっ

たとおり、直接住民と対応する家庭訪問、それか

ら保健指導、健康相談などを含む保健福祉事業に

おいて１０ポイントの減少が見られたということ

でございました。 

 これは、保健師の集約に伴って、事業に付随す

る事務も集約したために、そういった事務に対す

るものに手をとられたということで、現場のほう

が少し減少したということではないかと分析して

おります。 

 これらのことから、平成２６年度においては、

より取り組みやすい体制をどうするかということ

で検討を重ねてまいりまして、現在ある３グルー

プの再編を考えております。 

 内容等の案につきましては、２のほうの再編

（案）というところでございますが、右側のほう

が現行ということで、太枠で囲んでございます保

健師が主に所属しております健康指導北部グルー

プ、それから南部グループ、東部グループという

ふうにそれぞれ保健師配置をしておりますが、こ

れを左側の（案）ということで、健康企画グルー

プ、それから健康増進の第１グループ、それから

第２グループというふうに再編をしたいと思って

おります。 

 これらをすることによって、より現場にそれぞ

れの保健師が行きやすい体制ができるのではない

かということで考えてございます。 

 それから、統括的な保健師の配置ということで、

３の下のほうに書いてございます。黒い太枠で囲

ってあるところでございますが、今現在７課に保

健師が２４名割り振ってございますが、それぞれ

の課の連絡というのは、それぞれ行う機会はござ

いますが、より密に行いたいということで、今回

地域における保健師の保健活動についてというこ

とで、昨年４月１９日付で国のほうの改正がござ

いまして、その一つに保健師の保健活動の組織の

横断的な総合調整と、それから技術的、専門的側

面からの指導する役割を担う部署ということで、

統括的な保健師を配置するようにということがご

ざいましたので、そのようにさせていただきたい

ということでございます。 

 続きまして、１５ページでございます。 

 生活習慣病対策の「野菜１日３５０ｇ両手いっ

ぱい運動」（仮称）ということでございます。 

 これにつきましては、先ほど部長のほうが若干

申し上げましたので簡単に説明いたしますが、趣

旨としては１日３５０グラムの摂取ということに

つきましては、厚生労働省のほうから健康的な生

活を営むため、生活習慣病予防の食事摂取基準と

して、野菜１日３５０グラムということが従来か

ら定まっていたわけでございます。それらを受け

て、食育の日とか食育月間における普及啓発や調

理実習、それから講話等でも、それぞれそういっ

た説明をしておったわけでございますが、今回や

はりこの名称とか、それからスローガンとか、そ

の辺をちょっとインパクトを与えて、より野菜の

摂取を促していきたいという思いから、今回この

ようなことを考えてございます。 

 運動の内容につきましては、（１）から（４）

のスローガンの制定とか、イベントの開催とか、

内容を行っていきたいというふうに思います。 

 続きまして、１６ページの予防接種事業につい

てでございます。 

 これにつきましても、先ほど部長のほうが申し

上げましたので、それ以外のところで、真ん中ほ

どの抗体検査についてでございます。 

 ここの真ん中の米印のところで、特定感染症検

査等事業実施要綱３の（５）「風しん抗体検査事

業」と。ここの対象に妊娠を希望する女性及びそ

の配偶者などの同居者と、ここに書いてあるのが

今回国県で対象とする人たちということでござい

まして、それ以外の人たちにつきまして、市のほ

うでも何らかの手だてをしたいということでござ

います。 

 助成額につきましては、上限２,０００円という

ことで、ここに記載してございますが、この資料

をつくる段階では、まだ国のほうの助成額が定ま

っていなかったために、一応２,０００円というこ

と を 書 い て ご ざ い ま す が 、 国 の ほ う が 
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６,６００円から５,０５０円と、若干高目の全国

基準の金額を定めてきたものですから、この辺に

つきましては、市のほうとちょっと値段の相違が

結構大きいということで、ここにつきましては、

また医師会のほうと詰めをさせていただいて、ど

ういった形にするかをまた決定したいということ

で、この２,０００円については、まだ未定という

ことにさせていただきたいと思います。 

 あと、（２）の予防接種でございますが、これ

については先ほどの抗体検査をしていただいた方

で、抗体価が１６以下の方につきまして、助成額

６,０００円と。これは本年度の額と同額でござい

ますが、６,０００円を考えております。 

 また、参考として平成２５年の実績がございま

すので、これはお目通しをしていただきたいと思

います。 

 続きまして、１７ページでございます。 

 ２の水ぼうそう、成人用肺炎球菌ワクチンの定

期予防接種化ということでございますが、これに

ついては、国のほうが平成２６年、ことしの

１０月からを考えてございます。水ぼうそうにつ

いては、対象が１歳から３歳未満の方で６カ月以

上の間をあけて２回接種と。３歳から５歳につい

ては１回接種ということでございます。 

 成人用肺炎球菌ワクチンについては、対象６５

歳、７０歳、７５歳などで５歳刻みとして、５年

以内に１回ということでございます。 

 この件については、国のほうが１０月からとい

うことでございますので、あくまでもそれをもと

に、こちらのほうも補正なりで、また委員の方々

にお願いするということにさせていただきたいと

思います。 

 それから、３番目の感染症対策でございますが、

新型インフルエンザの行動計画ということで、こ

れにつきましては、平成２５年度、昨年の１２月

議会で新型インフルエンザ等対策本部条例を制定

したところでございまして、それに伴って、去る

２月１９日に県のほうの行動計画の説明会がござ

いました。市としましては、昨年１１月１日のほ

うで、従来、市の感染症予防対策連絡会議という

中で、こういったことを審議しておりましたが、

今回対策本部の条例ができたということで、こち

らのほうに移行するわけでございますが、市のほ

うの行動計画も県のほうの意見等を取り入れて、

今後つくっていきたいというふうに考えてござい

ます。 

 続きまして、１８ページでございます。 

 川内薬剤師会の実施する残薬整理事業に対する

財政支援ということでございます。 

 これにつきましては、内容は、いわゆる高齢者

が多いと思いますが、患者宅での薬物治療におけ

る重複処方や飲み忘れ等で生じた残薬─いわゆ

る処方薬の飲み残しでございます─について、

長年医療経済での問題点とされておったわけでご

ざいますが、今回、川内薬剤師会が残薬整理事業

のモデル地域として積極的に同事業を推進したと

いうことでございまして、この薬物治療の適正か

つ経済的な管理並びに再活用を推進するために必

要不可欠であると思われるお薬手帳の携帯を推進

するためのお薬手帳のカバーについて、川内薬剤

師会が会員薬局とともに負担をして患者に配って

おりました。それの金額が中ほどに書いてあると

おり年間の購入実績として７７万３,４０７円とい

うことでございまして、今回４０万円の予算の計

上をさせていただいておりますが、事業費の３分

の２か予算措置額のいずれか少ないほうというこ

とで考えてございます。 

 この効果としましては、下のほうにございます

が、現在、参加の薬局が５４カ所ございまして、

サンプル数として５７６の件数で年間に引き直し

たところ１６０万６,０００円ほどの、いわば医療

費の薬代の買わないで済むというか、そういった

削減効果があったということから、十分に効果が

あるのではないかというふうに考えておりまして、

今回お願いするということでございます。 

 最後でございますが、１９ページでございます。 

 がんの検診につきましてでございます。これに

ついては、昨年度も一緒に記載させていただいた

ところでございますが、肺がんの４０歳以上の男

女については、平成２４年度から若干下がったと

ころでございますが、ほかのその他のがんにつき

ましては、前年度から若干ではございますが、上

昇ということになっておりますので、お目通しを

していただきたいと思います。 

 今後とも受診率の向上のために、２にあるとお

りの施策を行っていきたいというふうに考えてお

りますのでよろしくお願いします。 

 以上でございます。 
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○委員長（江口是彦）ただいま６件ほど説明が

ありましたが、これを含めて所管事務全般につい

て質疑に入ります。御質疑願います。 

○委員（井上勝博）グループの再編を行うとい

うことで、この訪問件数が減少されたということ

を改善するためだということなんですが、この原

因は、保健師集約に伴い事業に付随する事務も集

約したこと。それから、保健医療福祉等の関係機

関団体との連携に係る業務がふえたこと。これが

原因なわけですから、この業務をどうするのかと

いうことだと思うんですが、このグループ再編を

することによって、この業務が少なくなったりと

かということが見込まれるということなんですか。 

○市民健康課長（宍野克己）集約によって業務

が少なくなるということではなくて、今現在３グ

ループにあるそれぞれの保健師が、そういった事

務的なことも一緒にやっていたわけでございます

が、保健師につきましては専門職ということもご

ざいまして、こういった言い方をすればちょっと

悪いんですが、事務的にはかなり時間を費やすと

ころもあったということから、事務部門を集約し

て、なれた事務屋の人にそちらを行っていただい

て、そちらで効率よくすることによって、従来の

保健師さんが、現場に回りやすい時間をつくって、

結果的に現場が多く回れるということを見込んで

おります。 

○委員（井上勝博）わかりました。事務専用の

職員の方に事務を任せていくということですね。 

 マンパワーという点ではどうなんですか。その

集約前と集約後については、保健師さんの数。保

健師さんも嘱託員の保健師さんもいるというふう

に聞いているんですが、全体は正職員の保健師さ

んと嘱託員の保健師さんの集約前と集約後の人数

というのはどうなっているんですか。 

○市民健康課長（宍野克己）ちょうど平成 

２０年４月１日に保健師の集約ということでいた

しております。それ以前の１９年４月と比較しま

すと、合計の保健師、これは正規の職員でござい

ますが、３０名そのときいました。先ほど申しま

したとおり、平成１９年は１２課等にまたがって

おりましたけど、それを７課に集約しました。 

 市民健康課につきましては、その当時、平成 

１９年４月は９名保健師がいたわけでございます

が、これが１７名にふえました。それから、平成

２５年４月に、５年後でございますが、総体の保

健師が３０名いたのが、今現在、退職等で２４名

に、総数自体が減っております。当然市民健康課

も１７名いた保健師が今１４名ということでござ

いまして、この１４名の中には、当然嘱託員もい

ますけど、その嘱託員につきましては、産休・育

休の代替ということで、この人数に含まっている

と。それ以外に介護とか、それぞれの単発の保健

師がいますけど、こちらのカウントとしては別建

てということに考えております。 

 以上です。 

○委員（井上勝博）集約前の保健師の数と、集

約前と集約後の数というのが、ちょっと今単純で

はないわけですかね。ちょっと１７から１４にな

ったとか、３０から２４になったとか、そこ辺ち

ょっともう少しわかりやすく説明してください。 

○市民健康課長（宍野克己）集約したときは市

民健康課は９名から１７名に当然ふえたんですが、

その後の退職等で１７名から３名減って１４名に。

これは自然減と申しますか、採用がなければ減っ

ていくわけでございますので、今現在は集約をし

たんですが、総体の数が減ったということで市民

健康課で申し上げますと、１７名が３名減って１

４名に今現在なっているということでございます。 

○委員（井上勝博）市民の健康を維持していく

ということ自身が、長い目で見れば医療費だとか

介護とか、そういった費用を削減していくという

ことになるわけですので、やはり健康なうちにそ

ういう市民の健康を維持していくためのマンパワ

ーだというふうに考えるわけですので、事務的な

軽減をしていくということ以外にも、やっぱり保

健師の確保をしていくということも努力する必要

があるということで、これは要望しておきたいと

思います。 

○市民福祉部長（春田修一）今の委員の御要望

でございますが、先ほど課長が言ったように、集

約したことによって８６％、約９割近い分につい

ては、受診率とか受診者数、先ほど胃がん検診や

ら、そういうがん検診でも言いましたが、そうい

う形で、集約したことによって８６％の事業につ

いては改善しているというのは御理解いただきた

いと思います。ですから、その分については保健

師がスキルが上がるとともに、いろんな形で連携

をとりながら、そういう改善を行ってきたという
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ことで御理解いただきたいと思います。 

 ただ、その中でも事務が、例えば一つの事務を

するにしても、三つの課で事務をしたりしていた

ので、そこをより効率的にしたほうが時間的な余

裕ができるので、それを事務を一本化して、その

かわりそこに出てきた余裕を訪問指導とか、そう

いうポイントが下がった部分に振り向けていこう

というような思いでございます。要望があった保

健師の確保という部分については、今現在、産休

代替で年間３人から４人の方が育休等をとられて

おりますが、その分については嘱託員を配置して

おりますし、また本年度においても保健師の要望

という形で総務のほうとは絶えず協議をいたして

いるところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（井上勝博）風疹予防についてなんです

けれども、先ほど助成額については未定というこ

とで、国が提示した助成額が六千幾らということ

で大きかったということだということですが、こ

れはそもそも、助成額はそうですけども、実際病

院に行って、これを受けるとしたら、どれぐらい

の負担になるんでしょうか。この検査するときの

負担というのは。 

○市民健康課長（宍野克己）平成２５年度の例

で申し上げますと、この抗体検査につきましては、

おおむね２,０００円ぐらいでした。で、今回この

金額が未定ということにさせていただいたのは、

国のほうが６,０００円という形で提示をしてきた

ものですから、多分医師会と契約をしてされると

思うんですが、１回につき６,０００円はやります

よということですので、医師会は多分今まで２,０

０ ０ 円 の 費 用 で や っ て い た 分 を 

６,０００円くださいというふうになると思います。

そうした場合に、市のほうは２,０００円しかやら

ない。国県のほうでは６,０００円ということの差

が出たものですから、これについてはちょっと検

討をさせてくださいということでございます。 

○委員（井上勝博）確認なんですが、風疹予防

のこの抗体検査については、検査する市民の側の

負担はゼロというふうに考えていいんですか。 

○市民健康課長（宍野克己）はい。国のほうは

ゼロというか、無料ということになります、本人

は。ただ、市のほうが２,０００円ということにす

れば、個人はちょっと出る可能性もあるというこ

とです。 

○委員長（江口是彦）ほかに御質疑ありません

か。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑は尽きたと認めます。 

 委員外議員による質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はないと認めます。 

 以上で、市民健康課の審査を終わります。 

 御苦労さまでした。 

────────────── 

△保険年金課の審査 

○委員長（江口是彦）次に、保険年金課の審査

に入ります。 

────────────── 

△議案第３７号 平成２６年度薩摩川内市

一般会計予算 

○委員長（江口是彦）先ほど審査を一時中止し

ておりました議案第３７号平成２６年度薩摩川内

市一般会計予算を議題とします。 

 まず、部長に概要説明を求めます。 

○市民福祉部長（春田修一）それでは、保険年

金課の当初予算の概要について御説明させていた

だきたいと思います。 

 これにつきましても、本編資料の１ページをお

開きいただきたいと思いますが。 

一般会計におきましては、保険料率の改定、あ

るいは低所得者層へ保険料軽減措置の拡充による

後期高齢者医療事業特別会計繰出金の増がござい

ますが、そのほかにも国民健康保険事業特別会計

の安定的な運営を確保するための繰出金のほか、

継続事業として後期高齢者の重複・頻回受診者訪

問指導等を計上いたしたところでございます。 

 次に、特別会計のほうでございますが、まず国

民健康保険事業特別会計におきましては、１２４

億５５０万円を計上いたしております。医療費の

増によりまして、前年度より９,３００万円の増と

いう形で推計をしているところでございます。 

 特定健診未受診者対策としましては、昨年に引

き続きコールセンターの委託、約２２０万円、情

報提供事業委託２７０万円を計上し、未受診者へ

の勧奨を積極的に行うこととしているところでご

ざいます。 

 なお、一般質問の中でも出ましたが、特定健診
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の受診につきましては５４％ということで、県内

市の中では２位の成績であるということは申し添

えさせていただきたいと思います。 

 また、昨年より新規に取り組んでおります糖尿

病性腎症重症化予防事業につきましても、昨年と

同様、４５０万円を計上させていただいておりま

して、継続的に医療費適正化を推進していきたい

というふうに考えているところでございます。 

 後期高齢者医療事業特別会計におきましては 

１１億６,２５１万円を計上いたしておりますが、

保険料率の改定、あるいは被保険者の増による後

期高齢者広域連合納付金等の増により対前年度比

で約５,９００万円ほどの増となっているところで

ございます。 

 なお、後期高齢者医療につきましては、２年に

１回改正するようになっておりまして、平成２６

年度からの分については、また資料のほうを準備

しておりますので、後ほど御説明させていただけ

ればと思っております。 

 以上、保険年金課の当初予算概要の説明を簡単

でございますが終わらせていただきますが、この

後、予算の内容について担当課長のほうから詳細

について説明をさせていただきたいと思います。 

○委員長（江口是彦）引き続き、当局に補足説

明を求めます。 

○保険年金課長（中村 真）それでは、議案第

３７号平成２６年度薩摩川内市一般会計予算のう

ち、保険年金課分について御説明いたします。 

 まず歳出から説明いたしますが、事業内容につ

いては、予算調書により説明させていただきたい

と思います。 

 予算調書の１２９ページをお開きいただきたい

と存じます。上段でございます。 

事項、国民年金事務費につきましては、国民年

金事務に係る業務を行うための経費で、窓口業務

嘱託員１名の報酬、一般職員二人分の給与費、臨

時職員に係る賃金などの人件費と、老齢基礎年金

等の裁定請求や被保険者異動処理及び相談業務な

どに要する事務経費でございます。 

 次に、下の表になります。 

 事項、国民健康保険対策費については、国民健

康保険事務事業に係る経費で、窓口業務嘱託員１

名の報酬、一般職員１６人の給与費等の人件費及

び国保基盤安定負担金などの国民健康保険事業特

別会計繰出金等でございます。 

 なお、繰出金は、法令等で定められた法定繰出

金６億３,２１０万１,０００円と、国民健康保険

事業特別会計の財政支援分として、法定外繰出金

２億５,０００万円を計上しております。 

 次に、予算調書の１３０ページをお願いいたし

ます。 

 事項、後期高齢者医療対策費においては、後期

高齢者医療事務事業に係る経費を計上するもので、

保険証等発送業務委託や長寿健診委託料、保険基

盤安定分の後期高齢者医療事業特別会計への繰出

金などを計上しております。 

 なお、先ほども部長からございましたが、平成

２５年度は平成２６年、２７年度の保険料率の改

定の年でもございました。改定の内容、経緯等に

ついては、後ほど特別会計のところで御説明させ

ていただきたいと思いますので、御了承くださる

ようお願いいたします。 

 負担金及び補助金については、広域連合への負

担金として、事務に係る共通経費分５５８万 

６ ,０００円、保険給付費に係る共通経費分 

２,９５４万９,０００円並びに給付費の法定負担

分１２億７,７５７万９,０００円を、また、その

ほか人間ドック補助金、温泉保養補助金を計上し

ております。 

 次に、歳入について御説明いたしますので、予

算調書の２６ページをお開きいただきたいと思い

ます。 

 １行目の１５款１項２目衛生費負担金では、予

算額３,７８０万２,０００円を計上しております。 

 主なものは、節、国民健康保険医療助成費負担

金で、国民健康保険被保険者の軽減措置に対する

国の負担分でございます。 

 次の１５款３項２目民生費委託金では、予算額

１,６３７万８,０００円を計上しております。こ

れは、国民年金事務に係る経費に対し、国から交

付される事務費交付金でございます。 

 次の１６款１項２目衛生費負担金では、予算額

６億６８万１,０００円を計上しております。主な

ものは、節、国民健康保険医療助成費負担金２億

９,７０９万４,０００円で、これは、国民健康保

険被保険者の軽減措置に対する県の負担分であり、

また節、後期高齢者医療助成費負担金３億 

３５８万７,０００円は、後期高齢者被保険者の軽
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減措置に対する県の負担分でございます。 

 次 の ２ １ 款 ５ 項 ４ 目 雑 入 で は 、 予 算 額 

１,９８０万９,０００円を計上しております。主

なものは、後期高齢者の長寿健診に対する鹿児島

県後期高齢者広域連合からの補助金１,４７１万９,

０００円などでございます。 

 以上で、一般会計予算に係る保険年金課分の説

明を終わります。よろしく御審議賜りますようお

願いいたします。 

○委員長（江口是彦）ただいま、当局の説明が

ありましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員から質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はないものと認めま

す。 

 ここで、議案第３７号に係る審査を一時中止い

たします。 

────────────── 

△議案第４８号 平成２６年度薩摩川内市

国民健康保険事業特別会計予算 

○委員長（江口是彦）次に、議案第４８号平成

２６年度薩摩川内市国民健康保険事業特別会計予

算を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○保険年金課長（中村 真）それでは、議案第

４８号平成２６年度薩摩川内市国民健康保険事業

特別会計予算について御説明いたします。 

 予算書は３３３ページから３７５ページ、予算

調書は３００ページから３２３ページになります。 

 なお、保険年金課の各特別会計につきましては、

費目が多岐にわたり予算書では多数のページにな

りますので、説明用としまして、市民福祉委員会

資料別冊１に取りまとめてございますので、当課

の特別会計については、主に本資料を使って説明

させていただきたいと存じますので、御了承くだ

さるようお願い申し上げます。 

 国保特別会計につきましては、市民福祉委員会

資料別冊１の２ページ以降になります。 

 また、歳入の国民健康保険税の関係につきまし

ては、税務課から後ほど説明させていただきます

ので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、予算内容について御説明申し上げま

す。 

 まず、歳出から主なものについて説明させてい

ただきますので、資料別冊１の４ページをお開き

ください。 

 １款１項総務管理費は、高齢者受給証等郵送料

や保険証等発送業務委託等の委託料や国保連合会

への負担金及び広報共同事業負担金等が主なもの

でございます。 

 次の１款２項徴税費は、納付書等の郵送料やコ

ンビニ収納用の納税通知書作成等の業務委託料が

主なものでございます。 

 次の１款３項運営協議会費は、国保運営協議会

の委員報酬及び旅費でございます。 

 次に、２款１項療養諸費は、疾病、負傷等及び

コルセット、はり、きゅう等の費用に対する保険

者負担分及び審査支払事務に係る手数料でござい

ます。 

 次の、２款２項高額療養費は、一部負担金が高

額となった場合、一定額を超える部分が支給され

る高額療養費と前年８月から本年７月までの１年

間の医療保険及び介護保険の自己負担の合計額に

ついて、一定額を超える部分が払い戻される高額

介護合算療養費を計上しております。 

 次の２款３項葬祭諸費から２款５項出産育児諸

費につきましては、それぞれの給付費及び出産育

児一時金支払手数料を計上しております。 

 次に、３款１項後期高齢者支援金拠出金は、後

期高齢者医療制度に係る医療費の４割相当分を被

保険者数に応じて各保険者が負担する支援金と、

それに対します事務費負担分で支払基金に支払う

ものでございます。 

 次に、４款１項前期高齢者納付金等は、６５歳

から７４歳までの前期高齢者の保険者間の偏在に

よる負担の不均衡を調整するため、各保険者の加

入数に応じて費用負担を調整するものであり、本

市負担分の納付金と事務費分を計上しており、支

払基金に支払うものでございます。 

 次に、５款１項老人保健拠出金は、老人保健医

療費の精算に係る事務費負担分で、支払基金に払

うものでございます。 

 次の６款１項介護納付金は、介護保険、第２号

被保険者に係る保険者負担分で、支払基金に支払

うものでございます。 



 - 36 -  

 続きまして、５ページをお願いします。 

 ７款１項共同事業拠出金は、高額医療の多発に

よる、国保財政への影響を緩和するため、８０万

円以上を都道府県間で、３０万円以上８０万円未

満を県内市町村間で調整するもので、国保連合会

へ拠出するものでございます。 

 次の８款１項特定健診保健指導事業費は、保健

指導業務嘱託員４名及び特定健診等業務嘱託員１

名の報酬等、人件費のほか、特定健診委託料等を

計上しています。 

 平成２６年度におきましても、治療中の者のデ

ータを医療機関から提供してもらう特定健診情報

提供事業のほか、事業所健診受診者から情報を提

供していただく事業所健診データ収集事業などに

取り組むこととしております。 

 次の８款２項１目疾病予防費では、診療報酬明

細書磁気テープ作成業務委託や糖尿病性腎症重傷

化予防業務委託等の委託料、人間・脳ドック、温

泉保養補助に要する経費を計上しております。 

 次の４目医療費適正化特別対策事業では、診療

報酬明細書点検業務嘱託員一人、医療費適正化業

務嘱託員一人に係る報酬のほか、医療費通知に係

る郵送料、レセプト点検業務の国保連合会への手

数料やジェネリック医薬品差額通知等業務委託な

どの経費を計上しております。 

 続きまして、６ページをお開きください。 

 次の３項１目早期介入保健指導事業費は、市民

健康課に執行委託を行い実施しているもので、糖

尿病予防教室に関する経費が主なものでございま

す。 

 次の９款１項基金積立金は、国民健康保険基金

の利子になります。 

 次に、１１款１項償還金及び還付加算金は、過

年度の税等過誤納金の払戻金や国庫支出金等清算

返納金などでございます。 

 次の、１１款２項１目直営診療所施設勘定繰出

金は、甑島地域の国保直診の運営に係る赤字補填

分として交付された調整交付金を施設勘定特別会

計へ繰り出すものでございます。 

 次の、２目一般会計繰出金は、収納率向上特別

対策事業に係る一般会計への繰出金になります。 

 以上が、歳出になります。 

 続きまして、歳入について説明させていただき

ますので、前に返っていただき、２ページをお開

きいただきたいと存じます。 

 まず、税務課から国保税等の説明の後、引き続

き保険年金課分を説明させていただきます。 

 それでは、税務課から説明させます。 

○税務課長（山口秀昭）税務課でございます。

本特別会計の歳入に係る国民健康保険税について

御説明いたします。 

 一番上の１款１項国民健康保険税１目一般被保

険者国民健康保険税は７５歳未満の加入者全員が

対象となる医療給付費分及び後期高齢者支援分と

４０歳から６５歳未満の加入者が対象となる介護

給付金、それぞれ現年課税分と滞納繰越分合わせ

て１６億８,２６１万３,０００円を計上しており

ます。 

 ２目退職被保険者等国民健康保険税は、退職被

保険者等に係る医療給付費分、後期高齢者支援金

分及び介護納付金分の現年課税分と滞納繰越分合

わせて１億１,８３７万円を計上しております。 

 ２款使用料及び手数料１項手数料２目の督促手

数料は、国保税未納者に対する督促手数料の納付

見込み額を１００万円計上いたしております。 

 以上で、歳入に係る国民健康保険税関係の説明

を終わります。よろしく御審議賜りますようお願

い申し上げます。 

○保険年金課長（中村 真）引き続き、保険年

金課に係る歳入について御説明いたします。 

 ３款１項国庫負担金は、療養給付費等に係る国

庫負担分でございます。 

 次の３款２項国庫補助金は、国庫から支出され

る財政調整交付金で、普通調整交付金と特殊要因

に対して交付される特別調整交付金がございます。

特別調整交付金の内容については、説明欄に記載

のとおりでございます。 

 次に、４款１項療養給付費交付金は、退職被保

険者分に係る療養給付費等に対し交付されるもの

でございます。 

 次の５款１項前期高齢者交付金は、６５歳から

７４歳までの医療費について、保険者間の偏在に

よる負担の不均衡を調整するため、各保険者の加

入数等に応じて交付されるものでございます。 

 次に、６款１項県負担金は、国庫負担金と同様

に療養給付費等に係る県の負担分でございます。 

 次に、７款１項共同事業交付金は、８０万円を

超える高額な医療費の発生に対して都道府県単位
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で調整が行われます共同事業交付金と、１件３０

万円以上８０万円未満の医療費について都道府県

内で調整が行われる保険財政共同安定化事業交付

金であり、市町村国保間の保険料の平準化、財政

の安定化を図るため、交付されるものでございま

す。 

 次に、９款１項他会計繰入金では、一般会計か

らの法定繰入金として、保険基盤安定繰入金、財

政安定化支援事業繰入金、出産育児一時金に係る

繰入金を計上しております。 

 また、その他繰入金として、同事業の赤字補填

分を計上しております。 

 続きまして、３ページをお願いたします。 

 １０款１項繰越金は、退職被保険者に係る医療

費の前年度分の実績見込みが少なかったことによ

る療養給付費が本年度へ繰り越されたもの、また、

一般被保険者に係る医療費の前年度分の実績見込

みが少なかったことにより本年度へ繰り越された

ものでございます。 

 次に、１１款諸収入３項雑入では、交通事故の

賠償金に係る第三者納付金や過誤調整による医療

機関からの返納金、また、健康教室等の参加者負

担金を計上しております。 

 次に、債務負担行為について御説明いたします

ので、予算書・予算に関する説明書の３７５ペー

ジをお開きください。 

 債務負担行為につきましては、コンビニ収納に

伴います国民健康保険税納税通知書作成等業務委

託において、平成２７年度、１年間について、限

度額３００万円を設定しております。これは契約

期間が年度をまたがるために設定するものでござ

います。 

 続きまして、制度改正等の概要について説明を

させていただきます。また、もとの市民福祉委員

会資料の別冊１に返っていただきまして、７ペー

ジをお開きください。 

 １、平成２６年度国民健康保険制度の改正等に

ついてでございます。ここを説明させていただき

ますが、大変申しわけございませんけれども、資

料の訂正をお願いいたします。 

 ②の低所得者に係る保険税軽減の拡充というと

ころがございます。この点線で囲んであります７

割軽減基準額、それから２割軽減基準額の行でご

ざいます。７割軽減基準額の行でございます。７

割軽減基準額イコール基準控除額となっておりま

すが、この「基準」が「基礎」の間違いでござい

ます。「基礎控除額」でございます。それから、

２割軽減基準額も同様でございます。イコール基

準控除額３３万円となっておりますが、ここを

「基礎控除額」というふうに訂正方をよろしくお

願いいたします。よろしくお願いいたします。 

 それでは、（１）国民健康保険税の改正につい

てから御説明させていただきます。 

 ①の賦課限度額の引き上げにつきましては、支

援分、介護分をそれぞれ２万円ずつ引き上げ、最

高限度額を８１万円とする内容でございます。 

 次の②低所得者に係る保険税軽減の拡充では、

５割軽減、２割軽減の基準額の見直しを行い対象

者の拡充を行うもので、５割軽減の場合は、基準

額の算定方法におきまして、基礎控除額一人当た

り２４万５,０００万円に被保険者数を乗じた値を

加算しますが、世帯主を除いていたものを改正で

はこれを含むということになるものでございます。

２割軽減では、基準額の算定方法におきまして、

基礎控除額一人当たり３５万円に被保険者数を乗

じていたものを、この３５万円を４５万円とする

ものでございます。 

 次に、（２）７０歳台前半の被保険者等に係る

一部負担金等の軽減特例措置の見直しにつきまし

ては、本年４月から新たに７０歳になられる高齢

者から、これまで１割に凍結されておりました医

療費患者負担分が法律上の２割と負担が引き上げ

られるものでございます。 

 続きまして、８ページをお開きください。 

 （３）の高額療養費制度の見直しとしまして、

負担能力に応じた負担とすることから、７０歳未

満の所得区分を細分化し、自己負担額を細かく設

定するという方針が示されております。平成２７

年１月からの施行に向け、今後、より具体的な内

容が示されるものと考えております。 

 次の（４）平成２６年度の診療報酬の改定につ

きましては、全体で０.１％とされたところでござ

います。 

 続きまして、９ページをお願いいたします。 

 ２として、平成２６年度薩摩川内市国民健康保

険事業計画として、１２ページまで掲載しており

ます。 

 本計画は、平成２６年度の国民健康保険事業推



 - 38 -  

進のための計画で、さきに開催しました国民健康

保険運営協議会に報告し承認をいただいたもので

ございます。 

 内容の詳細については、御参照いただきたいと

存じますが、簡単に概要を説明させていただきま

す。 

 まず１、基本方針とありますが、現在の国民健

康保険事業を取り巻く状況を説明し、ページ下の

ほうにございます（１）から（６）までの主要施

策を定め、実施していこうとするものでございま

す。 

 次の、２の具体的な対応策について、（１）収

納率向上対策の推進では、１０ページをお開きい

ただき、一番上をごらんいただきたいと存じます

が、収納率の目標を現年度９１％、滞納繰越分を

１３％としております。 

 続きまして、（２）では、一般会計からの繰り

入れによる財政支援として、先ほど予算説明の中

で説明した内容を記載してあります。 

 （３）では、適用の適正化の推進として、従来

方針を継続して実施することとしており、（４）

医療費適正化対策の推進では、従来方針を踏まえ、

ジェネリック医薬品差額通知事業で蓄積するデー

タを分析して、有効かつ効率的な保健指導に生か

す取り組みを行うこととしております。 

 次に、（５）の特定健診・特定保健指導の推進

につきましては、第２期特定健康診査等実施計画

を平成２４年度改訂させていただいたところです

が、これをもとに、平成２９年に特定健診・特定

保健指導とも目標を６０％として、これを達成す

るための取り組みを平成２６年度も実施していく

こととしており、特定健診未受診者に対する電話

勧奨や事業所検診受診者のデータ収集等を行うこ

ととしております。 

 １２ページをお開きいただき、下のほうをごら

んください。 

 次の（６）国民健康保険直営診療所の運営及び

経営改善の推進については、従来方針を継続して

いくこととしております。 

 以上で、国民健康保険事業特別会計の説明を終

わります。よろしく御審議賜りますようお願いい

たします。 

○委員長（江口是彦）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（井上勝博）国保税については苦労され

ていることとは思いますけれども、ただやはり高

いという実感というのは、どうしても市民の間か

ら出てくるわけです。 

 私たち、アンケート調査も時々やるわけですけ

れども、そのときにやっぱり国保が高いという声

が一番反応が大きいということなんです。それで

やはり２億５,０００万円の一般会計からの繰り入

れをして、これは他市に比べても比較的大きいも

のだということは私も認識をしているんです。し

かし、この保険料負担ということから言ったら、

薩摩川内市の場合は全体として医療費が総額が非

常に大きいということもあるわけですので、繰出

額もやっぱりそれ相当に繰り出していくというこ

とをしないと、負担だけがふえていくということ

になっていくわけですので、今後の見通しとして、

この法定外繰り入れをふやしていくという考え方

が、この計画書の中には余り見えていないんです

が、そういう考え方はやっぱり否定されますか。 

○市民福祉部長（春田修一）平成２６年度の当

初予算を組む際についても、この分についてはか

なり市長と論議をしたところでございまして、実

際単年度収支で１億７,０００万円の赤字だという

ようなこと等から、最終的には本年度も２億５,０

００万円入れるということでしたところでござい

ます。 

 ただ一方では、法定外繰り入れをしているとこ

ろで基金を持っているところはなかなか少ないと

ころで、本市の場合は２億円の基金を持っており

ます。法定外繰り入れをしながら基金があるとい

うことと、平成２４年度から平成２５年度の繰り

越しが３億９,０００万円あったということ等もご

ざいまして、果たして繰入金投入が説明できるの

かというのも非常に論議を重ねたところでござい

ます。 

 ただ一方では、プログラム法案が通っておりま

して、平成２９年から県単位でという話が出てお

ります。そのときには、県内のどういうふうにな

りませんが、余り保険料を、給付額に対しまして

保険料が低くて、一財を入れていると、多分統一

したときに急激に上がることも想定されるという

部分もございます。そういうこともございますの

で、今後県の平成２６年度に、ある程度のプログ
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ラム法案等が見えてくるというようなこと等もご

ざいまして、その時点でこの繰入金の分について

はどうするべきか、あるいは保険税がどうなるか

というのが見きわめた時点で検討していきたいと

いうふうに考えておりまして、現時点でふやすと

いうことはなかなか難しい状況である。減らす方

向で今後検討せざるを得ないだろうというふうに

は考えているところでございます。 

○委員（井上勝博）基金を取り崩して、もうな

くなったから一般会計から入れるというのが、ほ

かの市がやっていることですよね。しかし今回、

薩摩川内市の場合は、国保税を引き上げるという

際に、余りにも引き上げ幅が大きいということで

はやっぱり負担が耐えられないんじゃないかと、

市民が耐えられないんじゃないかということで基

金を入れたわけですから、私は税率を上げたとい

うことによって、繰越金もふえたということであ

り、基金も取り崩す必要もなくなったということ

であるならば、やはり保険料の引き下げる改定を

行っていくべきではないかというふうに思うんで

す。やっぱり保険料を上げ過ぎてしまったという

ふうにも見えるわけです。それはどうなんでしょ

うか。 

○市民福祉部長（春田修一）その分については

意見が違うところでございますが、あくまで国保

の税というのは、給付費に対します税で賄うとい

う部分が基本的な部分でございまして、法定外と

いうのは究極の選択肢というふうに考えておりま

す。なので、基金を取り崩して、その分を法定外

を入れながら保険税を下げるということは、なか

なか─今現在は国民健康保険が２５％の加入者

でございまして、７５％の人がそれ以外という形

になります。ただ、後期高齢を入れますと、また

若干話が変わってまいりますが、それにおいても

５割を超える方が他保険にかかわっていらっしゃ

って、税金を払ってらっしゃるということから考

えたときに、国保にそんなに入れられるのかとい

うのは、かなり論議をしないと難しい問題だろう

というふうには考えております。 

 結果的には繰入金をふやして保険税を現時点で

下げるということは、机上では可能ではあっても、

なかなか難しい状況であろうというふうに判断し

ております。 

○委員（井上勝博）それと、７ページの７０歳

代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特

例措置の見直しによって、この４月から段階的に

２割に引き上がるということで、２倍に医療費が

なっていくわけです。非常に大変になってくるわ

けですが、これについては、この国保会計との関

係はどういうふうになっているのか。関係という

か、予算の中にはどういうふうにあらわれている

んですか。 

○保険年金課長（中村 真）グループ長のほう

に答弁させます。 

○国保グループ長（前田隆盛）今までここの特

例措置で、本来２割の部分が１割になっていた分

につきましては、国の補正予算で国の公費として

負担されていましたので、この国保特別会計の中

では予算上としては出てこない状況になります。

なので、今後この段階的に２割になることによっ

て、医療費が抑制される部分は出てくるかもしれ

ませんけれども、トータルの予算としては変化ご

ざいません。 

 以上です。 

○委員（井上勝博）医療費の抑制というのは、

医療費が引き上がることによって病院が遠のくと

いう意味なんで、歓迎すべきことではないわけで

すけれども、ちょっと今までずっと１割負担で特

例措置を長年続けてきた。それの理由というのは、

高齢者にそんなに負担をかけていいものなんだろ

うかというところから来たものだと思うんです。

ですので、非常にこれは大きな負担になってくる

なということですね。これは医療費のほうですか

ら、わかりました。 

 あと、今回の低所得者に係る保険税軽減の拡充

の問題ですが、この拡充が行われることによって、

この保険税と予算はどういうふうになるのか、こ

れもお尋ねしたいと思います。 

○保健年金課国保グループ長（前田隆盛）た

だいまの質問の分ですけれども、軽減の幅が広が

りますので、対象者はまずふえます。軽減額も大

きくなりますので、この軽減の分につきましては、

歳入で保険基盤安定化事業の歳入がありますけれ

ども、そこの予算が上がってくることになります。

しかし、まだそこの算定ができなかった関係で、

この当初予算には前年度実績の計上で今当初予算

を上げてございます。 

 以上です。 
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○委員（井上勝博）それから、下から上に上が

っているんですが、賦課限度額の引き上げについ

て、最高限度額が７７万円から８１万円に引き上

がることによって、どれだけの保険税の増収が見

込まれるのかというのはどうなんですか。 

○税務課長（山口秀昭）グループ長に答弁させ

ます。 

○税務課市民税グループ長（大原和人）１１

月の時点でちょっと試算をしてみたんですけれど

も、大きな影響はなくて、対象世帯数としては、

５０世帯程度で、３０万円程度の税額の影響にな

ります。 

 以上です。 

○委員長（江口是彦）ほかに御質疑ありません

か。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑は尽きたと認めます。 

 委員外議員から質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はないと認めます。 

 これより、討論・採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）ただいま討論の声があり

ますので、これより討論を行います。 

 まず、本案に反対の討論はありませんか。 

○委員（井上勝博）予算では、やはり国保の問

題については、いつもこの予算に問題があるとい

うよりも、むしろ保険料が高過ぎるので、法定外

繰り出しをふやしていただきたい、もしくは先ほ

どの話からあっても保険税を引き下げてほしいと

いうことが市民の大きな要望ということになって

おります。そういう方向に動いてないということ。 

 それからもう一つは、やはりそれだけ高い保険

税になっているわけですが、払いたくても払えな

いという人たちもいらっしゃる。払える能力があ

るのに払わないという人よりも、払いたくても払

えないという人たちのほうが圧倒的に多いわけで

す。そういった方々からペナルティとして、正規

の保険証ではなく、資格証や短期証という形で滞

納者に対してペナルティをつけていくというよう

なやり方、こういうやり方はやっぱりいけないと

思うんです。やはり保険税を下げるという、そう

いう方向で払えるようにしていくと、こういうや

り方を進めていってほしいということで、そうい

う思いから反対いたします。 

○委員長（江口是彦）次に、本案に賛成の討論

はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）反対の討論もありません

か。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）討論は終結したと認めま

す。 

 採決します。 

 採決は起立により行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに賛成する委員の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○委員長（江口是彦）起立多数であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

────────────── 

△議案第５１号 平成２６年度薩摩川内市

後期高齢者医療事業特別会計予算 

○委員長（江口是彦）次に、議案第５１号平成

２６年度薩摩川内市後期高齢者医療事業特別会計

予算を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○保険年金課長（中村 真）それでは、議案第

５１号平成２６年度薩摩川内市後期高齢者医療事

業特別会計について、説明いたします。 

 予算に関する説明書は４３９ページから４５２

ページ、予算調書は３６６ページから３６８ペー

ジになります。 

 説明は、委員会資料の別冊１で説明させていた

だきます。 

 まず、歳出から説明いたしますので、１３ペー

ジをお開きいただきたいと存じます。 

 下の段の表をごらんいただきたいと存じます。 

 １款２項１目徴収費は、保険料徴収事務に係る

経費を計上しております。 

 次の、２款１項１目後期高齢者医療広域連合納

付金は、保険料と一般会計で受け入れる保険基盤

安定化県負担金を広域連合へ納付するものでござ

います。 

 次の、４款１項１目保険料還付金は、前年度保

険料の還付金等に係るものでございます。 
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 続きまして、歳入について御説明いたしますの

で、上の段の表をごらんいただきたいと存じます。 

 １款１項後期高齢者医療保険料では、特別徴収

５億１,１９９万８,０００円と普通徴収２億４,４

５４万２,０００円を計上しています。 

 後期高齢者医療被保険者の約７０％が特別徴収

で、約３０％が普通徴収となっております。 

 なお、広域連合では、現年分の収納率を９９％

と見込んでおります。 

 次に、４款１項２目保険基盤安定繰入金は、低

所得者に係る保険料軽減に対する公費補填分であ

り、一般会計で受け入れるため、繰入金として繰

り入れるものでございます。 

 次に、６款２項１目保険料還付金は、前年度の

保険料還付金として広域連合から受け入れるもの

でございます。 

 続きまして、１４ページをごらんいただきたい

と存じます。 

 後期高齢者医療制度関係についてとしてござい

ます。一般会計のところでもお知らせをしました

ように、保険料率の改定の概要について御説明さ

せていただきます。 

 （１）の平成２６年度からの後期高齢者医療制

度に伴う主な改正点とありますように、鹿児島県

の保険料率の改定を行うに当たり、その前提にな

った改正点について御説明いたします。 

 まず、①診療報酬改定率の変更ということで、

０.１％の増、②後期高齢者負担率の変更として、

次回を１０.７３％とし、③賦課限度額の変更とし

て、２万円増額して５７万円とし、財政安定化基

金標準拠出率の変更として０.０４６％の減をして、

０.０４４％としており、これらの値を算定根拠と

するなどして算出してございます。 

 また、⑤被保険者・均等割・保険料の軽減対象

者の拡充として、２割、５割軽減対象者の拡充を

予定しており、内容については国保の特別会計事

業のところで説明した内容と同様でございます。 

 次に、（２）平成２６、２７年度保険料率等改

定についてとありますように、改定後の所得割が

９.３２％で、均等割が５万１,５００円と、現行

より率にしまして０.２７％、均等割で３,０００

円の増となっております。 

 次に、（３）保険料率引き上げの主な原因とし

て記載してありますように、高齢者負担率の引き

上げ、被保険者数の増加、保険給付の増加といっ

たものが背景にございます。 

 続きまして、１５ページをお願いたします。 

 （４）に平成２６、２７年度保険料率の改定概

要として記載してございますが、保険料率の改定

につきましては、御存じのとおり２年ごとに行っ

てきております。 

 また、②の賦課割合については、今回も所得割

と均等割の比率を３６対６４とし、③の負担率を

今回０.２２％ふやし、収納率につきましては先ほ

ども説明しましたが、今回も変更なく９９％とし、

⑥所得の伸びを次期の期間１.００７７と見込み、

⑦平成２５年度の後期高齢者医療保険料の余剰金

については全額活用し、⑧財政安定化基金につい

ては、今回の保険料率の伸びをできる限り抑える

ため、２０億円を活用することとして、今回の改

定率を提案し、去る２月１８日の鹿児島県後期高

齢者医療広域連合議会の定例会において承認をし

ていただいたところでございます。 

 これらの内容を踏まえまして、平成２６年度の

予算を計上させていただいているところでござい

ます。 

 以上で、後期高齢者医療事業特別会計について

説明を終わります。 

 よろしく御審議賜りますようお願い申し上げま

す。 

○委員長（江口是彦）ここでしばらく休憩しま

す。 

 ３時１５分再開とします。 

          ～～～～～～～～～ 

           午後２時５５分休憩 

           ～～～～～～～～～ 

           午後３時１４分開議 

           ～～～～～～～～～ 

○委員長（江口是彦）休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 当局の説明が終わりましたので、これより質疑

に入ります。 

 御質疑願います。 

○委員（井上勝博）財政安定化基金の取り崩し

については、２０億円の投入となっているんです

が、この基金はどのぐらい残っているんですか、

あと。 

○保険年金課長（中村 真）ただいまの基金に
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ついての御質問でございます。 

 あとどのくらい残っているのかという御質問で

すが、今回のこの改定率を試算するに当たりまし

て、広域連合のほうが試算といいますか、持って

おりました基金としては４０億円を考えておりま

す。で、今回そのうちの半分を使いまして、残り

については、やはり今後も医療費の伸びとか、そ

ういったのが考えられます。また次回の改定率の

ときもございますので、残りについてはそのとき

に残すという方針で今回２０億円を計上している

というところでございます。 

 以上です。 

○委員長（江口是彦）ほかに御質疑ありません

か。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑は尽きたと認めます。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）委員外議員による質疑は

ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はないと認めます。 

 これより、討論・採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）討論の声がありますので、

これより討論を行います。 

 まず、本案に反対の討論はありませんか。 

○委員（井上勝博）後期高齢者医療制度につい

ては、これは廃止をするべきだということがずっ

と主張してきております。 

 民主党政権のときには、政権になるときには、

これを廃止するという約束を公約をしたわけです

けれども、結果的には廃止せずに政権からいなく

なってしまったわけで、これがあるからといって、

高齢者にとって恩恵は何もないですよね。で、結

局２年ごとの改定でどんどん上がっていくという

ことになってきているので、これはもう一刻も早

く廃止していくべきだということで反対いたしま

す。 

○委員長（江口是彦）次に本案に賛成の討論は

ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）討論は終結したと認めま

す。 

 採決します。 

 採決は起立により行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに賛成する委員の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○委員長（江口是彦）起立多数であります。 

 よって、原案のとおり可決すべきものと決定し

ました。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（江口是彦）次に、所管事務調査に入

ります。当局に説明を求めます。 

○保険年金課長（中村 真）それでは、その他

所管事務について御説明いたしますので、資料別

冊１の１６ページをお開きください。 

 １の国民年金制度関係について御説明いたしま

す。 

 （１）平成２６年度の国民年金保険料は、月額

１万５,２５０円となっております。 

 これは、そこに記載のとおりでありますが、平

成１６年の改正で決まりました保険料額に、物価

や賃金の変動を加味して決定されることになって

おり、平成２６年度は記載の額となっております。 

 次に、（２）平成２６年度国民年金支給額につ

いては、特例水準の解消のため、４月から１％の

減額が予定されておりましたが、物価上昇等によ

り下げ幅が圧縮され０.７％の減額で、４月以降の

支給額は記載のとおりとなっております。 

 次に、（３）平成２６年度の国民年金制度改正

につきましては、①の未支給年金の請求者の範囲

拡大として、親族の範囲を、生計を同じくする３

親等以内の親族までに拡大することとなります。 

 １７ページをお願いたします。 

 次に、②国民年金保険料の免除に係る遡及期間

の見直しとして、申請免除等の遡及期間について、

保険料の徴収権について消滅時効が成立していな

い過去２年分まで遡及して免除を行うことができ

るようになります。 

 続きまして、１８ページをお開きください。 

 ２として、短期被保険者証、資格証明書の交付

状況について、国民健康保険、後期高齢者医療保

険について掲載してございますので、御参照いた

だきたいと存じます。 

 以上で所管事務調査に係る説明を終わります。
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よろしく御審議賜りますようお願いいたします。 

○委員長（江口是彦）ただいま説明がありまし

たが、これを含めて所管事務全般について質疑に

入ります。 

 御質疑願います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はないものと認めま

す。 

 委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）質疑はないと認めます。 

 以上で、保険年金課の審査を終わります。 

 御苦労さまでした。 

────────────── 

△延  会 

○委員長（江口是彦）本日の委員会は、これで

延会したいと思いますが、御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（江口是彦）御異議なしと認めます。 

 よって、本日の委員会はこれで延会いたします。 

 次の委員会は、あす１９日午前１０時から第３

委員会室で開会します。 
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